
199 
 

第３章 連鎖販売取引 

 
  （定義） 

第 33 条 この章並びに第 58 条の 21 第１項及び第３項並びに第 67 条第１項において「連

鎖販売業」とは、物品（施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下この章

及び第５章において同じ。）の販売（そのあつせんを含む。）又は有償で行う役務の提供

（そのあつせんを含む。）の事業であつて、販売の目的物たる物品（以下この章及び第 58
条の 21 第１項第１号イにおいて「商品」という。）の再販売（販売の相手方が商品を買

い受けて販売することをいう。以下同じ。）、受託販売（販売の委託を受けて商品を販売

することをいう。以下同じ。）若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供（そ

の役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。）若しくはその役務の提

供のあつせんをする者を特定利益（その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせ

んをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が

提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。

以下この章及び第 58 条の 21 第１項第４号において同じ。）を収受し得ることをもつて誘

引し、その者と特定負担（その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の

提供をいう。以下この章及び第 58 条の 21 第１項第４号において同じ。）を伴うその商品

の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに

係る取引（その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。）をするものをい

う。 
２ この章並びに第 58 条の 21、第 66 条第１項及び第 67 条第１項において「統括者」と

は、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供

について自己の商号その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、

又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的

に統括する者をいう。 
３ この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもつ

てするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品

をいう。 
趣 旨 

 第３章では、連鎖販売取引に係る規定を設けているが、本条は、その前提としての定義

規定である。 
 第１項は、本章の規定の適用を受ける連鎖販売業、連鎖販売取引の定義を規定している。 
 第２項は、連鎖販売業の適正な運営を図らせるため、その組織の最高責任者に対して各

種の義務付けを行うこととし、当該最高責任者を統括者と定義している。 
 第３項は、連鎖販売取引において重要な概念である取引料の定義を規定している。 
解 説 
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１ 第１項 
 (1) 昭和 63 年の改正以前において、「連鎖販売業」とは、①「物品の販売の事業であつ  

て」②「商品の再販売をする者を特定利益を収受し得ることをもつて誘引し」③「そ

の者と連鎖販売取引をするもの」をいうこととしていた。これは昭和 51 年の法制定時

に規制対象として考えていた、いわゆるマルチ商法が、物品を次々に転売することに

よりマルチ組織を拡大していくものであることによる。その後、マルチ商法と本質的

側面は同じでありながらその他の部分で要件に該当しないために本法の適用を逃れる

商法（いわゆるマルチまがい商法）がトラブルを起こすようになったことにかんがみ、

昭和 63 年の改正により、これを連鎖販売業の定義に追加した。 
   具体的には、「特定利益を収受し得ることをもつて誘引し、その者と連鎖販売取引を

する」という要件は維持しつつ、「物品の販売の事業」について、これを「物品（施設

を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。）の販売（そのあつせんを含む。）又は

有償で行う役務の提供（そのあつせんを含む。）の事業」に拡大し、また、連鎖販売取

引の相手方である「商品の再販売をする者」について、これを「商品の再販売、受託

販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供の

あつせんをする者」に拡大した。 
 (2) 平成 12 年の改正以前、「連鎖販売取引」の要件として、「特定負担（その商品の購入  

若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供で政令で定める基準に該当するもの

をいう。以下同じ。）をすることを条件とする」取引であることが求められており、政

令で、「２万円以上」との基準を定めていた。特定負担の基準で一定の金額による限定

を付したのは、①マルチ商法の弊害は、商取引の経験が乏しい一般人に多額の負担を

課するという点にあること、②本法が民商法等の例外を定めたものであり、取引の安

定性への配慮から適用範囲を必要以上に広くすべきでないこと等の理由から、あまり

少額のものについてまで本法の適用範囲に含めることは好ましくないと判断したこと

によるものであったが、その後、契約上の負担額を２万円未満にしながら、実際には、

その後の商品購入等により高額負担を負わせることにより本法の適用を逃れる商法の

トラブルが増加したことにかんがみ、特定負担の金額による限定を廃止し、何らかの

金銭負担があるものは全て規制対象とすることとした。 
 (3) 連鎖販売業は、組織の個々の加盟者に着目したものであり、組織全体を１つの連鎖  

販売業として捉えるものではない。したがって、１つの組織の中に、販売の事業と販

売のあっせん事業又は役務の提供のあっせんの事業、というように異なる事業を行う

者が混在することもあり得る。 
   また、組織形態も様々である。例えば、組織の本部が個々の加盟者との連鎖販売取

引をすべて集中して行う、「取引集中型」とも称すべき場合（図１参照）には、この本

部（Ｔ）だけが連鎖販売業を行う者で他の加盟者（Ａ、Ｂ、…）は連鎖販売業を行う

者ではない。一方、本部は最上位のランクの加盟者との間でのみ連鎖販売取引を行い、
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以下のランクの加盟者は自己の直近上

位のランクの加盟者との間で連鎖販売

取引を行う、「順次取引型」とも称すべ

き場合（図２参照）には、最下位のラ

ンクの加盟者を除きそれぞれの段階の

者（Ｔ、Ａ、Ｂ…）が連鎖販売業を行

う者になり得る。この場合には、連鎖

販売業を行う加盟者が多数存在し、そ

れらが有機的に構成されて１つの組織

が成立していることになる。 
   さらには、加盟者と組織の本部との

取引形態が商品の再販売及び販売のあ

っせんに係る取引が混在するもの、あ

るいは役務の提供のあっせんをするも

の及び販売のあっせんに係る取引が混

在するもの等多岐にわたる取引形態も

あり得る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 「連鎖販売業」の内容 
  イ 連鎖販売業の形態は、物品及び権利の販売に係るものと、役務の提供に係るもの

に大別される。 
   ① 物品（施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。）の販売（そのあっせ

んを含む。）の事業であって、商品の再販売、受託販売又は販売のあっせんをする

者を特定利益（その商品の再販売、受託販売又は販売のあっせんをする他の者が

提供する取引料等の全部又は一部をいう。）を収受し得ることをもって誘引し、そ

の者と特定負担（その商品の購入又は取引料の提供をいう。）を伴うその商品の販

売又はそのあっせんに係る取引（その取引条件の変更を含む。）をするもの 
   ② 有償で行う役務の提供（そのあっせんを含む。）の事業であって、同種役務の提

供又はその役務の提供のあっせんをする者を特定利益（同種役務の提供又はその

役務の提供のあっせんをする他の者が提供する取引料等の全部又は一部をいう。）

を収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担（その役務の対価の支払又

は取引料の提供をいう。）を伴う同種役務の提供又はその役務の提供あっせんに係

る取引（その取引条件の変更を含む。）をするもの 
  ロ 「物品（施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。）の販売（そのあつせ

んを含む。）の事業」 
   ① 「物品」とはここでは「有体物たる動産」の意昧であり、土地、建物等の不動   
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産が含まれることはないと考えられる。これは、その性質上連鎖販売取引になじ   
みにくいことなどによる。 

   ② 「施設を利用し又は役務の提供を受ける権利」とは、施設を利用し又は役務の  
提供を受ける私法上の債権である。 

     「施設」とは、必ずしもビル等の構築物でなくとも、ゴルフ場、公園等自然を

活用したものも含む概念である。「施設を利用」することも「役務の提供を受ける」

ことの一態様であるが、確認的に規定したものである。 
   ③ 「販売」とは、対価の支払により所有権、債権が相手方に移転することをいう。

したがって、リース、レンタルは「販売」に含まれない。売買契約を締結し、代

金と引換えに物品の引渡しを行う場合が典型であるが、これらを行うと認識され

る実態があれば足り、自己が売員契約の唯一の当事者であることや自ら物品の引

渡しを行うことまで厳密に求めるものではない。 
   ④ 「あつせん」とは、販売の相手方を見つけ、販売の仲立ちをすることをいう。

勧誘等、販売のための何らかの補助を行うことが必要である。 
 

 
 
   ⑤ 「事業」であるためには、反復継続して行うこと又はその意思が必要である。 
  ハ 「商品の再販売、受託販売又は販売のあつせんをする者」 
   ① 「再販売」とは、法律で「販売の相手方が商品を買い受けて販売すること」と

定義されている。したがって、買い受けてその商品を全て消費してしまう者は単

なる購入者であり「再販売をする者」に該当しない。 
     また、実際に商品を再販売したか否かは問題ではなく、「商品を販売をしないか」

と誘われて購入したが、結果的に自己消費しただけに過ぎないという場合であれ

ば、その者は「再販売をする者」に該当する。 
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役務提供のあっ
せんをする者

役務の提供のあっせん

（業者紹介）

役務提供事業者

役務の提供を受け
る者

同種役務の提供を
する者

役務提供事業者

役務の提供を受け
る者

同種役務の提供

（顧客紹介）

役務の提供

役務の提供

役務の提供

   ② 「受託販売」とは、法律で「販売の委託を受けて商品を販売すること」と定義

されている。取次ぎ、代理等の如何を問わず、商品の所有者等から販売の委託を

受けて行う販売（販売の委託を受けて更に販売の再委託をすることを含む。）は「受

託販売」に該当する。 
   ③ 「販売のあつせん」とは販売の仲立ちをするという意味であるから、自ら販売

をする必要はなく、商品の購入は専ら自己消費のために行う者であっても、例え

ば、友人、知人等他の購入者を販売業者に紹介する者は「販売のあつせんをする

者」となる。 
  ニ 「有償で行う役務の提供の事業」 

① 「有償で行う」とは、役務の提供の対価を得ることをいう。 
② 「役務」とは、広く労務又は便益一般をいう。物品のリース、レンタルも「役   
務」に含まれる。「施設を利用」させることも「役務の提供」の一形態である。 

     「役務の提供」とは、自己で提供することをいう。すなわち、第三者に役務の

提供をさせることは該当しない。 
  ホ 「同種役務の提供又はその役務の提供のあつせんをする者」 
   ① 「同種役務の提供」とは、法律で「その役務と同一の種類の役務の提供をする

こと」と定義されている。「種類」とは、一般人がいかなる役務なのかを認識でき

る程度のものであり、例えば、「ダンスのレッスン」「絵画のレンタル」「観賞用植

物のレンタル」等がこれにあたる。このレベルにおいて「有償で行う役務の提供

の事業」を行う者が提供する役務と同一の役務の提供する者であれば、「同種役務

の提供をする者」に該当する。 
   ② 「その役務の提供のあつせん」とは「有償で行う役務の提供の事業」を行う者

がする役務の提供の相手方を見つけ、提供の仲立ちをすることをいう。 
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  ヘ なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、営業所等以外の場所において商  

品、指定権利の販売又は役務の提供を業として行っている場合は、訪問販売に関す   
る規定が適用されることに留意されたい。会員の自宅で販売がなされる場合、当該

会員を組織内で「代理店」等と呼んでいるようなケースにおいても、実際上、当該

自宅が「営業所等」の実態を備えていない場合には、訪問販売に係る規定が適用さ

れる。（第２条の解説１（２）ロ参照。） 
 (5) 「特定利益」については、法は「その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつ  

せんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の

者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部を

いう。」と規定し、省令第 24 条において、特定利益とは、次のいずれかの要件に該当

するものをいうこととしている。 
  イ 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者又は同種役務の提

供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者が提供する取引料により生ずるもの 
であること。 

  ロ 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者に対する商品の販

売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者に対する役務の

提供により生ずるものであること。 
  ハ 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者が取引料の提供若

しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんを

する他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外

の者が提供する金品により生ずるものであること。 
    「商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者」及び「同種役  

務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者」とは、組織の他の加盟者（現

に加盟している者である必要はなく、加盟しようとする者も含む。）のことである。   

例えば、「あなたが勧誘して組織に加入する人の提供する取引料の○○パーセントが

あなたのものになる。」と勧誘する場合は省令第 24 条第１号に該当し、「あなたが勧

誘して組織に加入する人が購入する商品の代金（提供を受ける役務の対価）の○○

パーセントがあなたのものになる。」と勧誘する場合は同条第２号に該当し、「あな

たが勧誘して組織に加入する人があれば統括者から一定の金銭がもらえる。」と勧誘

する場合は同条第３号に該当する。これらの同条に規定する利益は、いずれも組織

の外部の者ではなく、組織の内部の者（組織に加入することとなる者を含む。）の提

供する金品を源泉とするものであり、いわゆる小売差益（組織への加入の勧誘を伴

わない最終消費者に対する小売販売の差益）は含まれない。 
 (6) 特定利益を収受し得ることをもって「誘引する」とは、特定利益を収受し得ること 

をもって連鎖販売取引をするよう誘うことであるが、特定利益が実現することは要し
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ない。また、特定利益は、相手方が連鎖販売取引をするか否かの意思決定において社

会通念上「特定利益を収受し得ること」が判断要素となり得る程度のものでなければ

ならず、例えば、特定利益が僅少な額であって、相手方がそれをほとんど考慮しない

ような場合には、特定利益を収受し得ることをもって誘引することには該当しない。 
 (7) 「連鎖販売取引」 

  「連鎖販売取引」とは、「特定負担を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は 
同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引（その取引条件の変更

を含む。）」のことである。 
 (8) 「特定負担」 
   特定負担とは、連鎖販売取引に伴う負担であり、法は、「その商品の購入若しくはそ

の役務の対価の支払又は取引料の提供」と規定している。すなわち、再販売等を始め

る際又は販売条件、特定利益等の取引条件を変更する際に、商品の購入、役務の対価

の支払、取引料の提供のいずれであるかを問わず、その取引に伴う金銭的負担は本法

にいう特定負担となる。 
   なお、特定負担に該当するのは、商品の購入、役務の対価の支払及び取引料の提供

であり、それ以外のもの、例えば、一定額以上の売上げを達成すること、他の者をリ

クルートすること、研修への参加等が条件とされていても、それ自体は通常金銭的な

負担ではないため特定負担には該当しない。ただし、再販売等をするために必要な物

品（「ビジネス・ガイド」、「スターター・キット」などと呼ばれる場合もある。）を購

入する場合や、再販売等をするための商品を購入する場合であれば、それらの購入代

金は特定負担に該当するほか、入会金、保証金、登録料、研修参加費用等が必要であ

ればそれらの費用は「取引料」であり、特定負担に該当する。 
   特定負担である商品の購入、役務の対価の支払又は取引料の提供の相手方と、それ

らを伴う取引の相手方が異なる場合であっても、それらは特定負担である。 
   また、契約書面上には「必要な負担は一切ありません。」や「商品購入はあくまで参

加者の自由です。」と記載していても、「自分で商品を購入してみないと他人に勧めら

れないだろう。」等と勧誘する場合等、実質的に商品購入が伴っていれば、その商品購

入代金も特定負担に該当する。 
   なお、当該販売組織に入会する時点で金銭負担をすることが求められていない場合

であっても、組織に入会後に実際に商売を始めるために別途商品購入等何らかの金銭

負担することが前提となった契約である場合には、その負担が特定負担に該当する（し

たがって、入会契約の時点で法第 37 条第２項の書面、その契約を締結するまでに同条

第１項の書面をそれぞれ交付しなければならない。）。入会契約書面上で「負担は一切

ありません。」や「商品購入はあくまで参加者の自由です。」と記載していたとしても、

取引の実質をもって判断される。 
   また、再販売や受託販売、販売のあっせん等を行わない単なる消費者（いわゆる愛
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用者）として当該商品流通組織に参加する場合は、参加する時点における入会金の支

払い等は連鎖販売取引に該当しないが、例えば、半年程度経った後「そろそろ販売活

動を始めてみないか。」と言われ、商売をするために商品購入をする場合には、その商

品購入が自己消費のためのものか再販売等のためのものかを問わず特定負担となり、

その時点での取引が商品購入という特定負担を伴う連鎖販売取引となる。 
 (9) 「その商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提  

供のあつせんに係る取引」とは、商品の販売若しくはそのあっせん又は同種役務の提

供若しくは役務の提供のあっせんに係る取引のみならず、これに付随する一切の取引、

例えば、販売や提供のための用具の売買（販売のための伝票類の購入等）、特定利益の

授受に関する取引も含まれる。 
   組織の加盟員になり、又は、組織内で昇進するに際し、通常、組織の本部又は上位

ランクの者との間で販売員契約が締結され、商品の販売価格、役務の提供価格、販売

員の義務等が定められているが、このような取引は、法でいう「その商品の販売若し

くはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取

引」である。 
 (10) 「取引条件の変更」 
  イ 「取引条件の変更」とは、商品の販売若しくはそのあっせん又は同種役務の提供

若しくは役務の提供のあっせんに係る取引についての条件の変更であり、商品の販

売価格、役務の提供価格等の条件の変更、特定利益の授受についての条件の変更等

のことである。また、販売ノルマを新たに課すような場合も「取引条件の変更」に

該当する。 
    連鎖販売取引を行う組織は、それぞれ資格の異なる多段階の加盟員によって構成

されていることが多く、販売実績等の条件をクリアする上位のランクの者ほど商品

の購入条件、特定利益の授受等において有利になっており、通常、下位のランクに

入った新規加入者は、一定の負担をすることによって上位のランクヘ昇進すること

ができることとされている。このような場合、法の「取引条件の変更」に該当する。 
  ロ 「取引条件の変更」が、「連鎖販売取引」となるためには、前述(8)の「特定負担」

が伴わなければならない。 
    組織の上位ランクに昇進する場合は、昇進契約等において一定の商品の購入、役

務の対価の支払又は取引料の提供を行うことが求められていたり、あるいは昇進契

約等を締結する前提条件として商品の購入、役務の対価の支払又は取引料の提供が

必要とされていることが多い。このような場合の昇進契約は、特定負担を伴うもの

として、連鎖販売取引となる。例えば、再販売であって購入実績に応じて昇進させ

る形態においては、一定の購入実績があれば昇進できる旨が別途契約で規定されて

いる場合、又は契約で保証されていない場合であっても、事実上、一定の商品の購

入を行えば必ず昇進できる場合には、商品の購入を昇進の条件とする連鎖販売取引
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に該当する。 
    なお、入会の際に、昇進の条件や、昇進後の商品の販売価格、販売ノルマ、特定

利益の授受についての条件等の取引条件の詳細が契約書に明記されているとともに、

十分に内容が説明されて、当該個人が昇進後の条件について入会の際に全てを理解

し了解している場合であって、昇進を含む全体が一体の取引と認識されうるもので

あり、かつ、その契約内容について当事者双方の意思が十分に合致していると考え

られるような場合には、次のランクへの昇進が必ずしも「取引条件の変更」に該当

しない場合もありうると考えられる。しかしながら、契約書やパンフレットに昇進

条件等に関する記述が一応なされていて、一定の説明がされていても、実際にはシ

ステムが複雑な場合も多く、当初の取引開始時に、昇進した後の取引条件等につい

て当該個人が十分に理解をしていないようなことが多いと思われる。このため、双

方の間で昇進後の取引条件を含めて十分な合意ができていないと考えられる場合に

は、やはり、昇進は取引条件の変更と認められ、改めて昇進後の取引条件を説明し

た上で、新たに書面を交付することが必要となる。 
２ 第２項 
  第２項は、「統括者」の定義規定である。「統括者」とは、「一連の連鎖販売業を実質的

に統括する者」である。 
 (1) 「統括者」と「連鎖販売業を行う者」との関係について 
   連鎖販売業に係る契約形態は多種多様であるため、通常１つの連鎖販売業の組織と

見られている多段階構造の組織の加盟員のうちいずれの者が第１項に定義する「連鎖

販売業」を行う者に該当するかはそれぞれの組織によって異なるが、一般には特定負

担を伴う取引（連鎖販売取引）を行う者が誰であるかによって決まる。 
   その取引についての契約の締結を組織の中心となる者が集中的に行う場合（１の図

１のような場合）には、この者のみが「連鎖販売業を行う者」となる。（この場合、通

常その「連鎖販売業を行う者」は統括者であり、組織の各加盟員は「連鎖販売業を行

う者」には該当しないと考えられる。） 
   また、本部は最上位のランクの者との間でのみ契約を締結し、以下のランクの者は

自己の直近上位の者との間で特定負担を伴う取引を行う場合（前述１の図２のような

場合）には、最下位のランクの者を除いて、それぞれのランクの者が「連鎖販売業を

行う者」となり得る。（ただし、最下位のランクの者であっても自分が次の加盟者を勧

誘する際には当然「連鎖販売業を行う者」となり得る。） 
   なお、本部が最上位のランクの者との間で連鎖販売取引に該当する取引を行ってい

なかったとしても、その本部が一連の連鎖販売取引を実質的に統括している限り、そ

の者は連鎖販売業を行う者ではないが「統括者」である。 
 (2) 「一連の連鎖販売業を実質的に統括する者」 
   一連の連鎖販売業についてその運営の在り方を統括的、実質的に決定している者で
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ある。実際の連鎖販売業には多種多様なものが存在し、これを実質的に統括する者の

要件を形式的に決定することは困難である。 
   このため、個々の事例においては、本項に例示された「連鎖販売業に係る商品に自

己の商標を付す」「連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示

を使用させる」「連鎖販売取引に関する約款を定める」「連鎖販売業を行う者の経営に

関し継続的に指導を行う」等の行為の有無を一応の判断基準としつつ、その組織の実

態に即して判断することになる。 
３ 第３項 
 (1) 「取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず」 
   連鎖販売取引では、その組織への加盟又は組織内での昇進にあたって、入会金、入

会登録料、リクルート料、出資金、貸付金等様々な名目で金品が提供され、その性格

も瞹眛なものが多いが、名称の如何にかかわらず「取引料」とみなす趣旨である。 
 (2) 「取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し」 
   ここで「際し」とは、時間的に同時であることを必要としていない。「取引をするこ

と」又は「取引条件を変更すること」と何らかの関連があればよい。 
 (3) 「提供される金品」 
   「提供」とは、他人にとって利益となるものを、その利用に供することをいう。ま

た、無償の提供である必要はなく、物品、役務の対価であっても構わない。したがっ

て、ファックスや伝票、カタログ等の販売用具の購入代金、研修費等も含まれる。 
   「提供される金品」には、例示に「保証金」が掲げられているように、保証金を提 

供したり、質物を相手方に引渡す場合の保証金、質物等も含まれる。また、脱会時に

全額返還する旨の約定がなされていても、それが取引をするに際し、又は取引条件を

変更するに際し提供されるものであれば取引料である。 
 
  （連鎖販売取引における氏名等の明示） 

第 33条の２ 統括者、勧誘者（統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取

引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。）又は一般連鎖販売業者（統括者又は勧

誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。）は、その統括者の統括

する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、

その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称（勧誘者又は

一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。）、

特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧

誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。 
 
趣 旨 

 本条は、連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘をするのに先立って、相手方に
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その旨が明らかになるように一定事項を告げ、相手方が商品の購入等の勧誘を受けている

という明確な認識を持ち得るようにするための規定である。 
解 説 

１ 連鎖販売取引が、住居への訪問、ホームパーティー、同窓会、いわゆるキャッチセー

ルスやアポイントメントセールスと同様の方法等の形態で行われる場合、統括者、勧誘

者又は一般連鎖販売業者が訪問目的等を偽って相手方に告げ、言葉巧みに取引に誘い込

み、その結果その相手方が知らず知らずのうちに特定負担を伴う取引に同意させられて

しまうという例がある。このような販売形態は、通常の店舗販売等とは異なり、基本的

に相手方は望んでいないにもかかわらず不意に勧誘を受けるものである。相手方は連鎖

販売取引に全く関心がない、又は忙しくて時間を取られたくない等の理由から、勧誘そ

のものを受けることを拒否したいことも多い。訪問目的等を偽って告げることは、相手

方が、そのような勧誘を受けるか拒否するかを判断する最初の重要な機会を奪うもので

あり、こうしたことを放置することは、連鎖販売取引の相手方の利益の保護という観点

から問題であるので、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者と連鎖販売取引の相手方と

の適切なルールを整備するという観点から本条を規定したものである。 
２ 「勧誘者（統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘

を行わせる者をいう。以下同じ。） 
 (1) 勧誘者とは、統括者が勧誘を行わせている者であり、統括者以外の連鎖販売業を行  

う者が勧誘を行わせている者は該当しない。 
   具体的にこのような者に該当するのは、まず統括者から勧誘の委託を受けて、説明

会等で専ら勧誘を行う者（例えば、各地域で説明会を主催する地域代理店の地位にい

る者）が該当するほか、明示的に勧誘を委託されてはいないが、自分自身の勧誘と併

行して、他の者の勧誘を推進している者も該当することとなる。 
 (2) 統括者の代理人、使用人その他の従業員の行う勧誘行為は、統括者の行う勧誘行為  

であると考えられるので、統括者自身の行為と同様に扱われることとなる。 
 (3) 勧誘者であるかどうかは、(1)に述べた要件に合致するか否かによって判断されるこ  

とになるが、これらは客観的に判断すべきものであり、たとえ勧誘者が自分は統括者  
が勧誘を行わせる者でないと主張したとしても、本条の適用を免れるものではない。 

３ 「一般連鎖販売業者（統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売業を行う者をい

う。以下同じ。）」 
  一般連鎖販売業者とは、統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者全

てをいう。平成 16 年改正前においては、「連鎖販売業を行う者（統括者又は勧誘者以外

の者であって、連鎖販売業を行う者に限る。）」と規定していたが、第 37 条等に規定する

「連鎖販売業を行う者」（連鎖販売取引についての契約の相手方となる者のことであり、

統括者、勧誘者がこれに該当する場合もある。）と規定振りが混乱することから、前者を

「一般連鎖販売業者」とすることとした。 
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一般連鎖
販売業者

連鎖販売業を
行う者

勧誘者統括者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 「連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて」 
  連鎖販売取引についての契約締結のための勧誘行為を始めるに先立って、の意味であ

る。 
  ここでいう「勧誘行為を始めるに先立って」とは、先述のとおり本条を規定した趣旨

が「相手方が勧誘を受けるか拒否するかを判断する最初の重要な機会を確保すること」

であることを踏まえると、相手方のそのような機会を確保できる時点と解することとな

るが、少なくとも勧誘があったといえる「相手方の契約締結の意思の形成に影響を与え

る行為」を開始する前に所定の事項につき告げなければならない。 
  具体的には、個々のケース毎に判断すべきであるが、例えば、説明会等への来訪を要

請する場合であれば、当初から勧誘行為が始められる場合が多いことから、基本的に、

直接誘ったり、電話をかけるなど相手方と接触した際に告げることとなる。 
５ 「氏名又は名称（勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統

括者の氏名又は名称を含む。）」 
  個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号、法人にあって

は、登記簿上の名称であることを要し、通称や屋号は認められない。 
  （例えば、「○○○○」では不十分であり、「株式会社○○○○」） 
  なお、勧誘者や一般連鎖販売業者にあっては、自らの氏名又は名称に加えて統括者の

氏名又は名称も告げる必要がある。 
６ 「特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨」 
  訪問販売等と異なって「特定負担を伴う取引についての契約」としているのは、連鎖

販売取引は、取引の仕組みが複雑なため、それら取引についての契約の締結について勧

誘をする目的である旨を告げられても、取引に不慣れな個人は、自分がどのような取引

についての勧誘を受けようとしているのか認識することが困難と考えられる。他方、勧

誘に先立って、それら取引の内容を統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に説明させる

のにも無理がある。このため、勧誘に先立って、相手方である個人にとって最も重要と

考えられる何らかの金銭上の負担（特定負担）がある取引についての契約の締結につい

て勧誘をする目的である旨を、統括者や勧誘者等に、明らかにすることを義務づけるこ
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ととした。 
  具体的な告げ方としては、以下のような例が考えられる。 
 ○「一定額の健康食品を購入して行うビジネスの勧誘ですが、話を聞いてもらえません

か。」 
７ 「商品又は役務の種類」 
  例えば、「健康食品」、「化粧品」等、商品等の具体的なイメージがわかるものでなくて

はならない。他方、個々の商品等の名前までを告げる必要はない。 
８ 「明らかにしなければならない」 
  明示の方法は、書面でも、口頭でもよいが、相手方に確実に伝わる程度に明らかにし

なければならない。 
９ 本条違反行為が行われ、連鎖販売取引の相手方の利益を保護する必要性が生じた場合

においては、第 38 条の主務大臣の指示及び第 39 条の主務大臣の業務停止命令の対象と

なる。 
 
  （禁止行為） 

第 34条 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取

引についての契約（その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の

提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備（以下「店舗等」という。）

によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。）の締結について勧誘

をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げる

ため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはな

らない。 
 一 商品（施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。）の種類及びその性能若し

くは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及び

これらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項 
 二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 
 三 当該契約の解除に関する事項（第 40 条第１項から第３項まで及び第 40 条の２第１

項から第５項までの規定に関する事項を含む。） 
 四 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 
 五 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引

の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 
２ 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に

ついての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取

引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行

為をしてはならない。 
３ 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に
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係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引

についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 
４ 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結

について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令

で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法に

より誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結に

ついて勧誘をしてはならない。 
 
趣 旨 

 いわゆるマルチ商法の問題点として、誤った情報や不正確な情報による勧誘や強引な勧

誘等、相手方の意思決定を歪めるような方法で取引を行わせることや、同様の方法により

契約の解除が妨げられることが挙げられる。 
 本条はこのような不当な行為を禁止し、取引相手の損害発生の未然防止を図ることとし

ている。 
解 説 

１ 平成８年の法改正で本条の規制対象者を拡大した。 
 (1) 平成８年改正前の本法における基本的な考え方 
   連鎖販売業の典型的な弊害は、 
  ① 他の者を組織に加盟させ、又は昇進させることに伴う取引料の授受等の利益が大

きく、不当又は不適正な勧誘が行われることが多いこと、 
  ② 主として商業の経験の乏しい一般人に相当額の損害が発生すること、 
   といった点にあり、旧法においても不当な勧誘行為及び解除妨害行為を禁止してい

たが、次のような理由により本条の規制対象者を連鎖販売業を行う者全体とせず、

「統括者」及び「勧誘者」に限定していたところ。 
   イ 素人的色彩が強い加盟者が、例えば、近隣の人や知人に対して勧誘する場合ま

で本条の義務を課すことは過重な負担であると考えられたこと 
   ロ 一般に連鎖販売取引に係る勧誘行為の中で最も問題があるのは、統括者又は勧

誘者が行う勧誘であり、これらは催眠的な手法等の技巧を弄して行われることも

多く、素人である統括者又は勧誘者以外の連鎖販売業を行う者（一般連鎖販売業

者）が行う勧誘とは本質的に差があると考えられたこと 
   ハ 段階的にも、一般連鎖販売業者が勧誘を行った場合であっても、その後で統括

者又は勧誘者が説明会等で本格的な勧誘を行い、その結果、契約の締結に至る場

合が多く、この段階で規制を行えば十分であると考えられたこと 
 (2) 改正の必要性 
   しかしながら、平成８年法改正当時の連鎖販売取引に係る被害実態によれば、契約

締結に至るまでの実質的な勧誘を「統括者」又は「勧誘者」以外の連鎖販売業を行う
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者が行っている例が多くみられた。すなわち、前述イ～ハのような一般連鎖販売業者

を禁止行為の適用対象としていなかった立法当初の前提とは実態が異なり、これらの

者が単純に商取引において素人的色彩の強い者であるとは言えず、法規制の対象とな

っていない者が引き起こす問題を防止し更なる消費者保護を図る必要が生じてきた。

この点、産業構造審議会消費経済部会において、統括者の統括責任に重きを置いてい

た従来の規制体系から、行為者の行為責任に着目した規制体系とすべきであり、禁止

行為の対象についても、統括者又は勧誘者に加え、一般連鎖販売業者についても対象

とする必要があるとの指摘を受け、本条の禁止行為の対象者を拡大したものである。 
   ただし、重要事項の不告知については、本条の罰則の重さからみて一般連鎖販売業

者を対象とすることはバランス上も過剰であること等から、従来どおり統括者及び勧

誘者を規制対象者とすることとした。（なお、一般連鎖販売業者の重要事項の不告知は

第 38 条に規定する主務大臣の指示の対象行為として省令第 31 条第２号に規定されて

いる。） 
２ 統括者及び勧誘者についての重要事項の不告知、不実告知（第１項） 
 (1) 「店舗その他これに類似する設備（以下「店舗等」という。）」 
   商品の販売、役務の提供等のための設備である。固定的設備が通常であるが、設備

を組み込んだ自動車等もこれに該当する。 
 (2) 「その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくは  

そのあつせんを店舗等によらないで行う個人」 
   本条、第 37 条、第 38 条第１項第２号及び第３号並びに第 40 条から第 40 条の３ま

での規定は、店舗等によらないで営業をする個人を相手方とするものに適用を限定し

ている。 
   本条は民商法の一般原則に例外を設けるものであり、規制の範囲は必要最小限であ

るべきである。ところで連鎖販売取引は、商取引に不慣れな個人を独立の事業者に仕

立て上げ、多額の出資をさせる点に問題があり、本法もこれらの者を保護することを

目的としている。したがって、法人及び店舗等によって営業する個人は、商取引に習

熟しており、本法による保護の対象とする必要がないものと推定し、適用から除外し

ている。 
   一般に学生、主婦等は自らの店舗を有していることはあまりなく、この店舗によら

ないで販売する個人に該当するものが一般的である。また、勧誘する相手が店舗等を

有していても、その連鎖販売業に係る商品の販売、役務の提供等を当該店舗で行わな

い場合、例えば、八百屋の亭主が洗剤を購入し訪問販売により再販売しようとする場

合には、店舗等によらないで営業する個人となる。 
   現に店舗等を有しており、かつ、同種の商品の販売、役務の提供等を当該店舗等に

よって行っており反対の意思表示がない場合、これらの者は店舗等によって営業する

個人となる。 



214 
 

 (3) 「その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに  
際し」 

  イ 勧誘は、連鎖販売取引をさせようとするものでなければならない。ただし、連鎖

販売取引について言及しない場合であっても、組織的に他の者から連鎖販売取引に

ついて勧誘を受け、又は受けることが予想されている者に対し、勧誘せんとする意

思の下に重要事項の不実告知を行う場合は本条の違反となる。 
  ロ 勧誘とは、特定の相手方に対し行うものである。したがって、新聞広告、街頭で

の不特定多数へのビラ配りはこれに該当しない。他方、説明会における勧誘、自宅

訪問、路上でのキャッチセールスはこれに該当するし、電話、手紙によって勧誘を

行う場合も該当することとなる。 
 (4) 「その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため」 
   「解除を妨げる」とは、通常は、解除を申し出た取引の相手方に対してなされるが、

先制攻撃的に解除妨害を行うこと（例えば、「加盟員の登録完了の者は契約の解除がで

きない。」等と言われている場合等）もあり得る。 
 (5) 「次の事項につき」 
   平成８年の改正により告知事項を各号列記することとした。旧法においては、「連鎖

販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき」として、具体

的には個別の事例に即して判断されることとなっていたが、何がこれに当たるかがわ

かりにくいとの指摘があったこと等を踏まえ、規制の実効性を高めるため可能な限り

これを具体的に列挙し構成要件の明確化を図ることとした。 
  イ 「商品（施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。）の種類及びその性能

若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種

類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項」（第１

号） 
    「商品の性能若しくは品質に関する事項又は権利若しくは役務の内容に関する事

項」とは、当該商品等の販売等の事業を開始するにあたって、商品等の価値を判断

する要素となる事項である。 
    一般には、商品の品質が類似のものと比較して著しく劣ることを告げないことや、

セールストークに用いられるような効能が実際には認められないのに効能があると

告げること、根拠もなく商品の品質等について公的機関から認定を受けているかの

ごとき説明を行うこと等は、本号に関する事実の不告知又は不実の告知に該当する。 
    例えば、浄水器の販売をするにあたって、その効果が認められていないにもかか

わらず、「病原性大腸菌Ｏ―157 が除去できる。」や「アトピー性皮膚炎に効く。」等

と告げることは、不実の告知に該当する。 
    また、「その他これらに類するものとして主務省令で定める事項」が平成 16 年の   

改正で追加され、省令第 24 条の２で「商品の効能」、「商品の商標又は製造者名」、「商
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品の販売数量」、「役務又は権利に係る役務の効果」を規定している。 
  ロ 「当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項」（第２号） 
    特定負担の内容が商品の購入の場合は、その種類、数量、金額等を告げることと

なるが、例えば、商品の種類を問わず５万円分購入する必要がある場合であれば、「当

社の商品を５万円分購入すること」等と告げることになる。取引料の場合には、そ

の性格（例えば、入会金、研修費、保証金等の別）、金額等を告げることとなる。 
    また、入会金１万円の他に 15万円の商品購入が条件となっているにもかかわらず、

「このビジネスを始めるために必要な負担は１万円のみで、他には一切必要ない。」

と告げることは不実の告知に該当する。 
  ハ 「当該契約の解除に関する事項（第 40 条第１項から第３項まで及び第 40 条の２

第１項から第５項までの規定に関する事項を含む。）」（第３号） 
    第 40 条に規定するクーリング・オフに関する事項及び第 40 条の２に規定する連

鎖販売契約の中途解約・商品販売契約の解除に関する事項を含め、それ以外につい

て契約の解除ができる場合及びその契約の解除を行ったときの損害賠償又は違約金

についての取決め、商品等を紹介した者からキャンセルがあった場合の手数料の取

扱い等について告げなければならない。 
    例えば、本法でクーリング・オフの期間が法第 37 条第２項の書面の受領日（再販

売の場合、商品につき最初の引渡しを受けた日かいずれか遅い日）から 20 日間認め

られているにもかかわらず、８日間と告げたり、「参加者の個人的な都合によるクー

リング・オフは認められません。」と告げること等は、不実の告知に該当する。 
    また、契約解除の条件について民商法の一般原則に比し不利なことを告げないこ

とは事実の不告知に該当し得る。 
  ニ 「その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項」（第４号） 
    勧誘を受ける相手方が当該連鎖販売業により得られる特定利益の内容について、

その算定方法、金額等の事実を告げることとなる。 
    例えば、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、「このビジネスに参加

すると誰でも確実に７桁の月収が得られる。」「１ケ月続ければサラリーマンには絶

対に手にできない収入が得られる。」等と告げることは不実の告知に該当する。 
    また、勧誘に際して「年収○千万円も可能」といったトークが用いられることも

少なくないが、一般に連鎖販売取引においてはこのような成功例が稀有であること

から、たとえ「下位の者を何名加入させ、いくらの商品をどれだけ販売すればその

年収になるか」を説明したとしても、下位の者を簡単に勧誘できるかのごとく説明

したり、安易に高収入が得られる話のみを強調し、その可能性の乏しさや困難さに

全く言及しない場合には事実の不告知に該当し得る。 
  ホ 「前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売

取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」（第５号） 
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    勧誘に係る連鎖販売取引の内容のみならず、その連鎖販売業に関する事項であっ

て第１号から第４号までに規定されているもの以外の事項すべてが対象となるが、

事実の不告知については相手方が当該事実を知らずに取引を行うことがその者に不

利になる事項が問題となる。また、不実の告知に関しては、対象となる範囲は、事

実の不告知に比しより広くなる。具体的には個々の事例に即して判断されるもので

ある。 
    「当該取引が連鎖販売取引であること」が重要事項に該当し得るかという点につ

いては個別具体の事例によって異なるが、取扱商品の内容、再販売の条件や特定負

担、特定利益等といった取引内容の詳細がすべて告知されている場合に「連鎖販売

取引である」旨を告げなかったという一点をもって直ちに重要事実の不告知に該当

するとは必ずしも言えないが、例えば、相手方が連鎖販売取引か否かを尋ねている

にもかかわらず「連鎖販売取引ではない。」と告げる場合には不実の告知に該当する。 
    また、「経済産業省に認められた商法である。」と告げることは不実の告知となる

ほか、統括者や一般連鎖販売業者の経営が破綻の危機に瀕している場合にその財産

状況等を告げないことは重要事実の不告知となり得る。 
 (6) 「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。」 
   本項の違反は、事実の不告知、不実の告知をもって足り、相手方が錯誤に陥り、契

約を締結し又は解除を行わなかったことは必要としない。本項の違反行為が詐欺罪の

要件にも該当する場合に、両罪は観念的競合となる。 
   なお、刑事罰との関係では、刑法総則の適用により、事実の不告知、不実の告知が

故意になされた場合について処罰されることになる。他方、本項の違反は主務大臣の

指示（第 38 条）及び業務停止命令（第 39 条）といった行政措置の対象行為ともなっ

ているところであるが、事実不告知については「故意に」と明文上規定されているこ

とから、主務大臣の指示、命令はそれが故意になされた場合に限られるのに対し、不

実の告知に対する主務大臣の指示、命令は、過失によりなされた場合であっても第 38
条、第 39 条の要件を満たせば行い得る。 

   告げる方法については、当該勧誘の行われた状況等を総合的に勘案する必要がある。

口頭では重要事項が告知されなかったが書面には記載されている場合、また、口頭に

よる告知事項と書面の記載事項が異なりいずれかに不実があった場合等は、個々の事

例に即して違反になるかどうかが判断される。 
   例えば、商品の性能等についてそれらが記載された書面を提示しながら「この商品

の性能はこのとおりです。」と説明を行う場合には通常、商品の性能等を告げていると

解されるが、書面の記載内容は事実であっても口頭で虚偽の説明を行えば不実の告知

に該当することは言うまでもない。 
   また、口頭で「クーリング・オフが 20 日間できる。」と告げたとしても交付書面に

「クーリング・オフ期間は８日間であり、それ以降は一切認められない。」と記載して
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いる場合には、解除を妨げるための不実の告知に該当すると考えられる。この場合刑

事罰については、第 37 条の書面の虚偽記載と本条の違反の観念的競合となる。 
３ 一般連鎖販売業者についての不実の告知（第２項） 
  「その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結  
について勧誘をするに際し」 

  一般連鎖販売業者が自ら直接締結する連鎖販売取引についての契約についての勧誘を  
する場合だけでなく、例えば、多段階式構造の組織において他の一般連鎖販売業者が締

結する連鎖販売取引についての契約について補助的に勧誘を行う際に不実の告知を行っ

た場合も本条の規定に該当することとなる。 
  解除を妨げる場合についても同様、自らが直接締結した連鎖販売取引についての契約  

の解除を妨げる場合だけでなく、他の者の締結した連鎖販売取引の解除を妨げる場合も

含まれる。 
４ 威迫・困惑（第３項） 
 (1) 「その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締  

結させるため」 
   「その統括者の統括する一連の」については、前述３参照。 
   「連鎖販売取引について契約を締結させるため」とは、連鎖販売取引についての勧

誘の際に、相手方の業務妨害等、契約締結以外の目的から行われる威迫・困惑を含ま

ない趣旨である。 
 (2) 「その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を防げるため」 
   「解除を防げる」とは、通常は、解除を申し出た取引の相手方に対してなされるが、

先制攻撃的に解除防害を行うこと（例えば、「後からクーリング・オフをするなどと言

ったらたたでは済まさないぞ。」等と言われている場合等）もあり得る。 
 (3) 「人を威迫して困惑させてはならない」 
   「威迫」とは脅迫に至らない程度の人に不安を生ぜしめるような行為をいい「困惑

させる」とは字義のとおり、困り戸惑わせることをいう。具体的にはどのような行為

が該当するかについては個々の事例について、行為が行われた状況等を総合的に考慮

しつつ判断すべきである。 
   なお、刑法の詐欺罪、脅迫罪と本条の関係については、訪問販売における禁止行為

（第６条）の解説を参照されたい。 
５ 勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘の

禁止（第４項） 
  第４項は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、特定負担を伴う取引についての

契約の締結についての勧誘をするためのものであることを告げずに、営業所等以外の場

所において呼び止めて同行させる等の方法により誘引した者に対して、公衆の出入りす

る場所以外の場所において、当該契約についての勧誘をすることを禁止する規定である。 
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  これは、勧誘目的を告げずに公衆の出入りしない場所に誘い込んで、個人が自発的に

離脱できない状況で不意に勧誘が行われることにより、必ずしも強引な勧誘や虚偽の説

明による勧誘のような不当行為が行われなくとも個人が冷静な判断を行うことが困難と

なり不本意に契約を結ばされてしまうことによるトラブルが見受けられることから、平

成 16 年改正で、そのような行為を禁止することとしたものである。 
(1) 「営業所、代理店、その他の主務省令で定める場所以外の場所」 

   省令第 24 条の３で訪問販売における「営業所等」と同じ場所を規定し、それ以外の

場所としている。 
(2) 「営業所、代理店、その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて 
同行させることその他政令で定める方法により誘引した者」 

   いわゆるキャッチセールスと同様の方法により誘引した者に加えて、いわゆるアポ

イントメントセールスと同様の方法により誘引した者を規定している。 
   具体的には、政令第３条の２において、「電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ

装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフ

レットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪

問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法」を規定している。 
(3) 「公衆の出入りする場所以外の場所において」 

   不特定多数の一般人が自由に出入りしていない場所において、の意味である。個々

のケースにおいては実態に即して判断されることとなるが、例えば、事業者の事務所、

個人の住居、ホテルの部屋や会議室、公共施設等の会議室、カラオケボックス、貸し

切り状態の飲食店等は該当するものと考えられる。 
(4) 「当該契約……勧誘してはならない。」 

   上記(2)及び(3)の要件を共に満たす状況において勧誘をすること、すなわち本項で規

定する方法により誘引した者に対して、公衆の出入りしない場所で勧誘をすることは、

すべからく本項に違反する行為となる。例えば、誘引した者に対し、公衆の出入りす

る場所で勧誘を始め、その後公衆の出入りしない場所で勧誘を行った場合でも、本項

に違反する行為となる。 
   公衆の出入りしない場所において勧誘を開始した時点で、本項に違反する行為とな

り、行政処分及び罰則の対象となる。 
６ 本条第１項から第３項の規定に違反した者に対しては３年以下の懲役又は 300 万円以  
下の罰金（併科あり）、第４項の規定に違反した者には１年以下の懲役又は 200 万円以下    
の罰金（併科あり）が科せられる（第 70 条及び第 70 条の３）ほか、指示（第 38 条）、 
業務停止命令（第 39 条）の対象となる。 
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  （合理的な根拠を示す資料の提出） 

第 34条の２ 主務大臣は、前条第１項第１号又は第４号に掲げる事項につき不実のことを

告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該

勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとな

る合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括

者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第 38 条第１

項から第３項まで及び第 39 条第１項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者

又は当該一般連鎖販売業者は、前条第１項第１号又は第４号に掲げる事項につき不実の

ことを告げる行為をしたものとみなす。 
 
趣 旨 

 平成 16 年改正において、連鎖販売取引においても、商品・役務の「効能」・「効果」や「取

引により得られる利益」等に関して虚偽の説明を受けたことによるトラブルが見受けられ

たことを踏まえ、迅速な行政処分を可能とするため本条を規定することとした。 
解 説 

 本条は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、第 34 条第１項又は第２項に違反して

同条第１項第１号に掲げる事項（商品（施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。）

の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若し

くは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事

項）又は第４号に掲げる事項（その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項）につき不実

告知をした疑いがあり、その判断をするために必要な場合には、主務大臣が当該統括者、

勧誘者又は一般連鎖販売業者に対して、期間を定め、告げたことの裏付けとなる合理的な

根拠を示す資料の提出を求めることができることとし、当該統括者、勧誘者又は一般連鎖

販売業者がその資料を提出しない場合には、行政処分を行うに際して第 34 条第１項又は第

２項に違反して不実告知をしたものとみなすこととする規定である。 
 また、得られる根拠のない利益を過大に誇張して告げる場合等も本条の対象となる。 
(1) 「前条第１項第１号又は第４号に掲げる事項につき」 
  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者による不実告知において、告げる以上は当然、 

合理的な根拠を保持していて然るべき事項（商品の性能・効能、役務の内容・効果、取 
引により得られる利益等）につき適用することとした。例えば、健康食品を扱う連鎖販 
売取引においてその健康食品の痩身効果を告げる場合等が該当する。 

(2) 「期間を定めて」 
  「特定商取引に関する法律第６条の２等の運用指針」に規定されているとおり、資料 

の提出を求められた日から原則として 15 日間とする。 
(3) 「合理的な根拠を示す資料」 
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  ①提出資料が客観的に実証された内容のものであること、及び②勧誘に際して告げら  
れた性能、効果、利益等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること、

の双方の要件を満たすことが必要である。 
(4) 「第 38 条第１項から第３項まで及び第 39 条第１項の規定の適用については、」 
  本条は、指示及び業務停止命令に際して適用される。第 34 条第１項違反行為は、罰則 
の対象ともなっているが、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の違反状態を「みなす」 
という本条の効果にもかんがみ、罰則については適用されない。 

※なお、詳しくは「特定商取引に関する法律第６条の２等の運用指針」を参照のこと。 
 
  （連鎖販売取引についての広告） 

第 35条 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売

業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当

該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。 
 一 商品又は役務の種類 
 二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 
 三 その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法 
 四 前３号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 
 
趣 旨 

 本条は不特定の者に対する広告について規制するものである。 
 広告には契約締結に至らしめる前段階で取引に対して興味を抱かせる効果があるため、

この段階で過大に期待を抱かせること等を防止するため、必要表示事項を規定している。

平成 12 年の改正前は、本条の規制対象者が統括者に限られていたが、雑誌やインターネッ

トに個人販売員が広告を出す事例が増加したため、勧誘者、一般連鎖販売業者にも規制を

適用することとした。 
解 説 

１ 広告 

 (1) 本条でいう「広告」には、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等のいわゆるマスメディア  
を媒体とするものだけでなく、チラシの配布、店頭の表示やダイレクトメール、イン

ターネット上のホームページ、パソコン通信、電子メール等において表示される広告

も含まれる。 
   本条でいう「広告」は、例えば、「代理店募集説明会開催」等として連鎖販売取引を

行うよう誘引するものをいい、例えば、連鎖販売業において販売する商品を一般個人

に対し宣伝する目的で行う広告及び当該企業のイメージ広告等は本条でいう連鎖販売

取引についての広告に該当しない。 
 (2) 電子メールやインターネット上のバナー等により広告をする場合は、その本文及び
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本文中でＵＲＬを表示することにより紹介しているサイト（リンク先）を一体として

広告とみなしている。したがって、電子メール等の本文中ではＵＲＬのみ表示してい

る場合であっても、そのリンク先で連鎖販売について広告をしていれば、その電子メ

ールは連鎖販売についての広告に該当する。また、電子メール等で連鎖販売の紹介を

する場合、特に表示場所が限定されていない表示事項については、電子メール等の本

文、リンク先のいずれに表示してもよい。 
 (3) なお、連鎖販売取引についての他の規定は、「連鎖販売業に係る商品の販売若しくは  

そのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人」

を相手方とするものに適用を限定しているのに対し、本条は、広告の性格上このよう

な限定が不可能であるため、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が連鎖販売取引に

ついて広告をするときは、すべて本条の適用を受けることとしている。したがって、

店舗等によって営業する個人又は法人を対象とすることが明らかである場合であって

も本条の適用を免れるものではない。 
２ 広告における表示事項 
  広告に表示しなければならない事項については本条及び省令第 25条で次のように定め

られている。 
 (1) 「商品又は役務の種類」 
   商取引に不慣れな一般個人が如何なる商品、役務であるのかを理解し得る程度に具

体的に述べる必要がある。 
 (2) 「当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項」 
   特定負担に関する事項については、省令第 26 条第１項で「商品の購入金額若しくは

役務の対価の支払の金額又は取引料の金額を明示しなければならない。」と規定されて

いるので、商品の購入又は役務の対価と取引料の提供とに分けて、それぞれの金額を

明示しなければならない。なお、これらの表示については、「明示」しなければならず、

はっきりと認識できないような形、例えば、広告の片隅で誰もが見失うような書き方

で表示しても、本条でいう「明示」したこととはならない。 
 (3) 「その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法」 
   この規定は、連鎖販売取引についての広告において、いとも簡単に多額の収入が得

られるような誤解を招く広告が見られることにかんがみ、特定利益について広告をす

る場合には、その根拠となる具体的な計算方法の表示を求めるものである。 
  イ 「連鎖販売業に係る特定利益について広告をする」 
    「特定利益」についての広告とは、特定利益が得られる旨が分かる記述があるも

のをいう。 
    例えば、「年収○百万が可能」「私は月○十万円の収入を得ています」のように得

られる金額を明示したものだけでなく、「簡単で効率的なビジネスのご案内です」の

ように、一般個人からみて、収入が得られる取引に関する広告であることが理解で
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きる程度のものであっても、「特定利益についての広告」にあたる。 
  ロ 「その計算の方法」 
    「計算の方法」の表示については、省令第 26 条第２項に次のように定められてい

る。 
   ① 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者に対する商品の

販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他の者に対す

る役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特

定利益の計算の方法の概要を表示すること。 
     具体的には、特定利益の性質に応じて、取引の相手方がその計算方法を正しく

理解できるよう表示しなければならず、例えば、「各販売員に支払う特定利益は、

それぞれの者の過去１か月の販売実績の○％」といった計算式を表示しなければ

ならない。 
   ② 前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる

場合があるときは、その条件を表示すること。 
     ある一定のノルマを達成しなければ特定利益が支払われないなど、特定利益の

支払について特定の条件があるときには、上記の計算方法に加えて、その条件の

内容を表示しなければならない。 
   ③ 収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の

水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、

受託販売若しくは販売のあっせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提

供のあっせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益

の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。 
     例えば、「年収○百万が可能」「私は月○十万円の収入を得ています」といった

表示をする際には、実際に販売員の中で、それと同等以上の額の特定利益を得て

いる者が多数を占めることなど、事実に基づく根拠を示し、実際以上に高収入が

得られるかのような見込みを持たせないようにしなければならない。 
 (4) 「前３号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項」 
   省令第 25 条第１項において次のとおり定めている。 
  ① 広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話

番号（勧誘者又は一般連鎖販売業者にあっては、その連鎖販売業に係る統括者の氏

名又は名称、住所及び電話番号を含む。） 
  ② 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であって、電子情報処理組織を使用

する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業

者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名 
  ③ 商品名 
  ④ 電子メールにより広告をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電
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子メールアドレス 
   ①の「氏名又は名称」については、広告をする者が個人であるときは戸籍上の氏名

又は商業登記簿に記載された商号、法人であるときは登記簿上の名称を記載すること

を要し、通称や屋号、サイト名は認められない。 
   また、「電話番号」については、確実に連絡が取れる番号を記載することを要する。

「住所及び電話番号」については、広告をする者が法人であれば、支店において広告

を行った場合でも、本店の所在地及び電話番号を記載しなければならない。なお、併

せて支店の住所及び電話番号を記載することは妨げられない。 
   なお、広告をする者が勧誘者又は一般連鎖販売業者である場合は、自らの氏名又は

名称、住所及び電話番号に加えて、統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載

しなければならない。 
   ②の「電子情報処理組織を使用する方法」とは、インターネット上のホームページ、

パソコン通信、電子メール等を利用した広告を指すものである。また、「連鎖販売業に

関する業務の責任者」とは、連鎖販売業に関する業務の担当役員や担当部長等実務を

担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を有さなくてもよい。 
   ③の「商品名」とは、他の者の販売する商品と区別するために用いる名称のことで、

一般にブランド名と言われるものである（類似したものに商標があるが、商標とは商

品に付する標識であって、単なる名称とは異なる。）。商品名は、統括者が付したもの

である必要はなく、その商品の製造者が付したものであっても、これを記載しなけれ

ばならない。 
３ 本条の規定に違反して表示しなかった者に対しては100万円以下の罰金が科される（第  

72 条第１項第７号）ほか、指示（第 38 条）及び業務停止命令（第 39 条）の対象となる。 
 
  （誇大広告等の禁止） 

第 36条 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売

業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品（施設を

利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。）の性能若しくは品質又は施設を利用し若し

くは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、

当該連鎖販売業に係る特定利益その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に

相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人

を誤認させるような表示をしてはならない。 
 
趣 旨 

 連鎖販売取引における広告も、通信販売と同様、統括者等が一般個人に対して勧誘する

際の重要な手段となっており、また、商品の性能・品質、特定負担、特定利益等について

誇大な表現を用いた広告がみられるため、虚偽・誇大広告を禁止し、消費者トラブルの未
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然防止を図るものである。 
 法制定当初は、専ら口コミで友人や親戚を誘い込むというのが連鎖販売取引の取引実態

であったが、その後、個人勧誘員が雑誌やインターネットでの広告を多用して盛んに組織

拡張を図る事例が増加したため、平成 12 年の改正で新たに規定を設けたものである。 
解 説 

１ 「商品（施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。）の性能若しくは品質又は

施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引

に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益」 
  トラブル実態の順に例示したものである。例示された事項のうち、「特定負担」と「特

定利益」が連鎖販売取引に特有の事項となっている。 
２ 「その他の主務省令で定める事項」 
  省令第 27 条で次のように定めている。 
 ① 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の

種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果 
   「商品の種類」とは、商品の機種等のことである。例えば、既に新型ではなくなっ

ている商品に「最新機種」等の表示を行うことで、取引の相手方に当該商品が最新機

種であるかのような誤認をさせるトラブルに対応するためのものである。  
   「商品の性能」とは、機械等の性質又は能力のことであり、「品質」とは、品物の性

質、しながら（品柄）のことである。また、「権利又は役務の内容」とは、権利又は役

務の実質のことであり、それぞれそのもの自身が有する特質のことを意味する。例え

ば、ワープロの処理能力、健康食品の成分・賞味期限、エステティックにおける具体

的施術等がこれに該当する。 
   一方、「商品の効能」又は「役務の効果」とは、商品を使用すること又は役務の提供

を受けること等により得られるききめのことである。例えば、近視眼矯正器による視

力回復の程度、ダイエット食品による体重減少の程度、家庭教師による成績の向上等

はこれに該当する。 
 ② 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名 
 ③ 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 
   例えば、入会金１万円のほかに再販売をするためには商品を購入しなければならな

いにもかかわらず、「このビジネスを始めるために必要な負担は１万円のみで、ほかに

は一切ない。」といった広告表示は本条に違反することになる。 
 ④ 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 
   例えば、確実に収入が得られる根拠がないにもかかわらず、「このビジネスに参加す

ると○○円の月収が得られる。」といった一定額の収入が得られる確率が高いと誤認さ

せるような表現の広告表示は本条に違反することになる。また、このような広告表示

は、特定利益についての具体的な計算方法を表示していないことから、法第 35 条にも
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違反することになる。 
 ⑤ 商品、権利若しくは役務、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は統括者、

勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法

人その他の団体又は著名な個人の関与 
   法令上の権限によるものであるかどうかを問わず、当該商品等への国、地方公共団

体等のかかわりのことであり、例えば、「農林水産省認定」、「経済産業省推薦」、「東京

都公認」等の表示はこれに該当する。また、商品・権利・役務についての認定等（例

えば、「この製品は、経済産業省認定」等の表示）のほか、事業者についての認定等（例

えば、「当社は、経済産業省認定事業者」等の表示）、事業についての認定等（例えば、

「経済産業省認定事業」等の表示）が含まれる。 
 ⑥ 連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除に関する事項（法第 40 条第１

項から第３項まで及び第 40条の２第１項から第５項までの規定に関する事項を含む。） 
３ 「著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しく

は有利であると人を誤認させるような表示」 
  虚偽・誇大広告の基準として、「事実に相違する」と「実際のものよりも優良・有利で

あると人を誤認させる」の２点が設けられているが、共に「著しい」場合のみを対象と

している。これは、通常の商取引においては取引の相手方を引きつけるためにある程度

の誇張がなされ、かけ引きが行われるのが常態であり、取引の相手方の側においても当

然に予想し得るところであるので、そのような通常の場合を超えた「著しい」場合のみ

適用することとしている。 
  具体的に何が「著しく」に該当するかの判断は、個々の広告について判断されるべき

であるが、例えば、「一般個人が広告に書いてあることと事実との相違を知っていれば、

当該契約に誘い込まれることはない」等の場合は、該当すると考えられる。 
  また、誇大広告であるかどうかの判断基準は、一般個人から見て誤認するような表示

であれば足り、専門的知識を有する者にその基準を求めるものではない。 
４ 本条に違反して虚偽又は優良と誤認させるような広告をした者に対しては 100 万円以

下の罰金が科される（第 72 条第１項第３号）ほか、第 38 条、第 39 条の規定による指示、

業務停止命令の対象となる。 
 
  （合理的な根拠を示す資料の提出） 

第 36条の２ 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があ

ると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間

を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ

る。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料

を提出しないときは、第 38 条第１項から第３項まで及び第 39 条第１項の適用について

は、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。 
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趣 旨 

 平成 16 年改正において、連鎖販売取引においても、商品・役務の「効能」・「効果」や「取

引により得られる利益」等に関して誇大な広告等に起因するトラブルが見受けられたこと

を踏まえ、迅速な行政処分を可能とするため本条を規定することとした。 
解 説 

 本条は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、第 36 条の規定に違反して誇大広告等

をした疑いがあり、その判断をするために必要な場合には、主務大臣が当該統括者、勧誘

者又は一般連鎖販売業者に対して、期間を定め、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めることができることとし、当該統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業

者がその資料を提出しない場合には、行政処分を行うに際して第 36 条に違反して誇大広告

等をしたものとみなすこととする規定である。 
(1) 「前条に規定する表示」 
   第 36 条の禁止規定に違反する誇大広告等の表示である。 
(2) 「期間を定めて」 
  「特定商取引に関する法律第６条の２等の運用指針」に規定されているとおり、資料 

の提出を求められた日から原則として 15 日間とする。 
(3) 「合理的な根拠を示す資料」 
  ①提出資料が客観的に実証された内容のものであること、及び②広告において表示さ

れた性能、効果、利益等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること、

の双方の要件を満たすことが必要である。 
(4) 「第 38 条第１項から第３項まで及び第 39 条第１項の規定の適用については、」 
  本条は、指示及び業務停止命令に際して適用される。第 36 条違反行為は、罰則の対象

ともなっているが、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の違反状態を「みなす」とい

う本条の効果にもかんがみ、罰則については適用されない。 
※なお、詳しくは「特定商取引に関する法律第６条の２等の運用指針」を参照のこと。 
 

（承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等）  

第 36条の３ 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる場合を除き、その統括

者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承

諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。  
一 相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連

鎖販売取引に係る電子メール広告（以下この章において「連鎖販売取引電子メール広

告」という。）をするとき。  
二 前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利

益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、連

鎖販売取引電子メール広告をするとき。  
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２ 前項に規定する承諾を得、又は同項第１号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者又

は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電

子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連

鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び連鎖

販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方

の承諾を得た場合には、この限りでない。  
３ 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、

第１項第２号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつき

その相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で

定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。  
４ 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、

第１項第２号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、第 35 条各号に

掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が連鎖販売取引電子メ

ール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として主務省令で定め

るものを表示しなければならない。  
５ 前２項の規定は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が他の者に次に掲げる業務の

すべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る連鎖販売取引電子メール広

告については、適用しない。  
一 連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相

手方から請求を受ける業務  
二 第３項に規定する記録を作成し、及び保存する業務  
三 前項に規定する連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示する

ために必要な事項を表示する業務 
 
趣 旨 

 電子メールによる広告の提供については、その「容易性」や「低廉性」から統括者等が

何度もかつ時間に関わりなく送信することが可能という特性があり、相手方の側で開封・

廃棄等に時間を浪費させられたり、受信料の負担がかかることもあるなどの問題を有して

いるほか、広告メールを見て取引に入った消費者がトラブルに巻き込まれる事例も見られ

た。 
 そこで、平成 14 年改正において、電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ問題へ

の対応のため、統括者等が電子メールにより広告を行う場合には、①消費者からの承諾等

を得ずに送信を行う場合には、未承諾の電子メール広告である旨及び消費者が電子メール

による広告の受け取りを希望しない場合にその連絡を行う方法の表示義務、②電子メール

広告の受け取りを希望しない旨の意思を表示した者に対し、再度電子メール広告を送信す

ることの禁止（いわゆる「オプトアウト規制」）を追加した。 
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 しかしながら、その後も、電子メール広告を一方的に送りつけ、受け取った相手方を不

意打ち的に商取引に誘い込む手口は一層巧妙化・悪質化しており量的にも一貫して増勢傾

向を辿っていた。また、旧来のオプトアウト規制では、相手方が電子メール広告の受け取

りを希望しない旨の意思を表示すると、当該電子メールアドレスが現に使用されているこ

とが明らかになってしまうことから、受信拒否の連絡を行った統括者等とは別の統括者等

から、別の電子メール広告が送られてくるといった事態が生じ、実効ある規制を行うこと

が困難な状況となった。そのため、平成 20 年改正において、請求や承諾のない電子メール

広告を原則禁止（いわゆる「オプトイン規制」）することで、消費者保護を図ることとした。 
 連鎖販売取引におけるオプトイン規制の骨組みは、通信販売におけるそれと同様に、以

下の３つから成っている。 
① 相手方から請求や承諾がない限り、原則として連鎖販売取引電子メール広告を行うこ  

とはできない（第 36 条の３第１項）。 
② 相手方から請求や承諾があった場合には、当該請求又は承諾があったことの記録とし  
て主務省令で定めるものを３年間保存しておかなければならない（第 36 条の３第３項） 

③ 送信する連鎖販売取引電子メール広告には、相手方が連鎖販売取引電子メール広告の 
提供を受けない旨の意思を表示するための連絡方法を記載し、相手方から拒否の意思表

示があった場合には、その相手方に対してその後連鎖販売取引電子メール広告を行って

はならない（第 36 条の３第２項、第 36 条の３第４項）。 
 なお、統括者等が連鎖販売取引電子メール広告に関する一定の業務を他者に一括して委

託している場合には、その委託を受けた者（連鎖販売取引電子メール広告受託事業者）が、

上記の②（記録保存義務）と③（表示義務等）の義務を負うこととなる。 
解 説 

 本条の解説については、第 12 条の３の解説を参照されたい。 
 なお、規制の対象となる｢連鎖販売取引電子メール広告｣とは、連鎖販売取引を行うよう

誘引するものをいう。第 33 条第１項の定義規定により、連鎖販売取引には、｢その取引条

件の変更｣を含むものである。つまり、一般消費者に対して新たに連鎖販売取引を行うよう

誘引する電子メールはもとより、既に連鎖販売取引を行っている者に対して、その取引条

件の変更を持ちかけるような電子メールも規制の対象となる。 
 ｢取引条件の変更｣の解説については、第 33 条の解説を参照されたい。 
 
第 36条の４ 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第５項各号に掲げる業務のす

べてにつき一括して委託を受けた者（以下この章並びに第 66 条第４項及び第６項におい

て「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。）は、次に掲げる場合を除き、当

該業務を委託した統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者（以下この条において「連鎖販

売取引電子メール広告委託者」という。）が行うその統括者の統括する一連の連鎖販売業

に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで連鎖販売取引電子
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メール広告をしてはならない。  
一 相手方となる者の請求に基づき、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販

売取引電子メール広告をするとき。  
二 前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売

取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合

として主務省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連

鎖販売取引電子メール広告をするとき。  
２ 前条第２項から第４項までの規定は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者による

連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用す

る。この場合において、同条第３項及び第４項中「第１項第２号」とあるのは、「次条第

１項第２号」と読み替えるものとする。 
 
趣 旨 

近年、統括者等が、電子メールによる広告業務を専門に行う事業者（以下「電子メール

広告受託事業者」という。）に委託して電子メール広告をするケースが一般的となっている。

この電子メール広告受託事業者が、電子メールによる広告業務について中核的な役割を担

っていることを踏まえれば、実質的に統括者等と同等と言いうる程度に統括者等の行為を

代行する場合には、独立の義務対象として規制体系の中に明確に位置付けることが適切で

あると考えられることから、電子メール広告受託事業者を規制対象として規定したもので

ある。 
解 説 

本条は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者（統括者等から法第 36 条の３第５項各

号に掲げる業務について一括して委託を受けた者）についての規制内容を規定したもので

ある。どのような者が連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に該当するか、また、本条

による規制の内容については、法第 12 条の３の解説を参照されたい。 
 
  （連鎖販売取引における書面の交付） 

第 37条 連鎖販売業を行う者（連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖

販売取引に伴う特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者）は、連鎖

販売取引に伴う特定負担をしようとする者（その連鎖販売業に係る商品の販売若しくは

そのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限

る。）とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するま

でに、主務省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面を

その者に交付しなければならない。 
２ 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約（以下こ

の章において「連鎖販売契約」という。）を締結した場合において、その連鎖販売契約の
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相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しく

はそのあつせんを店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定

めるところにより、次の事項についてその連鎖販売契約の内容を明らかにする書面をそ

の者に交付しなければならない。 
 一 商品（施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。）の種類及びその性能若し

くは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及び

これらの内容に関する事項 
 二 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務

の提供のあつせんについての条件に関する事項 
 三 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 
 四 当該連鎖販売契約の解除に関する事項（第 40 条第１項から第３項まで及び第 40 条

の２第１項から第５項までの規定に関する事項を含む。） 
 五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 
 
趣 旨 

 連鎖販売取引を巡るトラブルの発生原因の１つに、商売の経験に乏しい個人が販売組織

や契約内容を熟知しないまま契約を締結してしまうことが挙げられる。また、契約内容が

不明確であるために契約の相手方が不利益を被る場合も少なくない。本条は、このような

実態にかんがみ、商売の経験に乏しい個人を保護するため、特定負担についての契約締結

前には連鎖販売業の概要について記載した書面を、連鎖販売取引についての契約締結時に

は契約の内容を明らかにする書面を、それぞれ交付させることとしたものである。 
解 説 

１ 特定負担についての契約締結前の書面交付（第１項） 
  第１項は、無店舗個人（第 34 条の解説２(2)参照）と特定負担についての契約を締結し

ようとするときは、契約を締結してその者が一定の義務を負う以前に、連鎖販売業の概

要について記載した書面を交付しなければならない旨を規定している。 
(1) 「連鎖販売業を行う者以外の者が……特定負担についての契約を締結する者である  

ときは、その者」 
 連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約は、通常、連鎖販売業を行う者が当事者 
となるが、連鎖販売業を行う者以外の者が特定負担についての契約を締結する場合は、 
その者が書面交付義務者となる。例えば、業者ＴがＡを誘引し、Ｔ以外のＢに対して特 
定負担を負うことを条件としてＴとＡが連鎖販売取引を行う場合には、特定負担につい 
ての契約を締結するＢが、連鎖販売業を行う者でなくとも、書面交付義務者となる。 

(2) 「特定負担についての契約」 
  商品の購入若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供を行うことを約する契約のこ  
とである。 
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  連鎖販売取引についての契約と、特定負担についての契約が同一である場合には、当  
該契約が同時に特定負担についての契約でもある。また、他の契約により又は事実上、

特定負担を行うことを前提条件として連鎖販売取引が行われる場合（例えば、加盟員の

入会契約とは別に、商品購入契約が行われる場合等）にあっては、連鎖販売取引につい

ての契約とは別に商品の売買若しくは役務の提供又は取引料に該当する金品を提供する

旨を約する契約が存することとなり、これが特定負担についての契約になる。 
  例えば、ある商品を愛用している者で、ビジネスをするために特定負担を伴う新たな  

加盟契約を結ぶ場合、あるいは組織内の会員の昇進契約等に伴い、特定負担をすること

を条件とするものは、第 33 条第１項にいう取引条件の変更に該当し、連鎖販売取引とな

るため、本条の第１項及び第２項の書面を再交付することが必要となる。 
(3) 「特定負担をしようとする者」 
  連鎖販売取引についての契約と特定負担についての契約が別々の場合、特定負担をし 

ようとする者であるか否かが明らかでない場合がある。すなわち、新規加盟の場合は明

らかであることが多いが、昇進の場合（第 33 条第１項にいう「取引条件の変更」であり、

連鎖販売取引に該当する。）に不明確なことがある。 
  例えば、一定額の商品購入が昇進の条件とされているような場合に、連鎖販売業を行 

う者は販売員の商品購入が昇進のためにされているか又は単なる商品の購入であるのか

が、明確でない場合があり得る。このような場合には相手方の意思表示及び商品の購入

の行われる状況等から昇進のために商品購入をしようとしていることが明らかなときは

本項の書面を交付しなければならない。 
  なお、書面を交付すべき相手方は、第 34 条と同じ理由で、無店舗個人に限定されてい 
る。 

(4) 書面の交付の時期及び方法 
  書面の交付は、特定負担についての契約の相手方が特定して交渉に入ってから契約を  
締結するまでの間に行わなければならない。 

  契約の締結以前に相手方に到達するならば自ら交付しても、第三者をして交付せしめ 
てもよく、また、郵送でもかまわない。 

(5) 書面の内容 
  交付する書面には、連鎖販売業の概要を記載しなければならない。これは、連鎖販売 

業についての記載であり、特定負担又は連鎖販売取引に関する事項のみを記載するので

は足りない。 
  この書面の記載事項については、省令第 28 条第１項で次の事項を列挙している。 
  ① 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 
  ② 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又    

は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 
  ③ 商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務 



232 
 

の種類及びこれらの内容に関する重要な事項 
  ④ 商品名 
  ⑤ 商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及  

び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、

役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項 
  ⑥ 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 
  ⑦ 連鎖販売取引に伴う特定負担の内容 
  ⑧ 契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項 
  ⑨ 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 
  ⑩ 法第 34 条に規定する禁止行為に関する事項 
 (6) (5)の記載事項については、次の点に注意が必要である。 
  イ 「統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名」 

「氏名又は名称」については、個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記

簿に記載された商号を、法人にあっては、登記簿上の名称を記載することを要し、

通称や屋号は認められない。「住所」については、法人にあっては、現に活動してい

る住所（通常は登記簿上の住所と同じと思われる）を、個人事業者にあっては、現

に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。また、「電話番号」につ

いては、確実に連絡が取れる番号を記載することを要する。 
ロ 「商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役

務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項」 
    「商品の性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の内容に関

する重要な事項」とは、当該商品の販売等の事業を開始するにあたって、商品等の

価値を判断する要素となる事項である。したがって、「重要な事項」を記載すること

で足りるものであり、商品の品目数が少ない場合にはすべての商品について性能又

は品質を記した書面を交付するべきであるが、多くの商品を取り扱う事業者の場合

には、主要な商品に係る情報を記載した書面を交付することがあり得る。この場合

においても、契約締結前の説明過程において、すべての商品に係る情報を取引の相

手方に提供し、その十分な理解を得るべきことは当然であって、契約時に交付する

ようなパンフレットを取引の相手方に提示し、十分に説明を行い、その内容につい

て理解を得ることが望ましい。なお、契約書面では、すべての商品に係る情報を記

載した書面（多くの商品を扱う事業者の場合、通常、製本したパンフレット）を交

付することが求められる。 
    また、記載すべき事項は商品、権利又は役務によりまちまちであるが、あくまで

客観的な事実の記載でなければならず、主観的、瞹眛な記載は本号の記載とみなさ

れない。具体的には、商品の成分、役務を提供する者の資質等を記載することとし

ている。 
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  ハ 「商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期

及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、

役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項」 
    「商品若しくは権利の販売価格」及び「役務の対価」については、連鎖販売業を

行う者が取引の相手方から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味

するものとする。 
    また、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引が数種類ある場合、それぞれ商品の販

売条件等が異なるときは、そのすべてについて記載しなければならない。 
    なお、例示された事項以外には、代金の支払方法、再販売に関する取決め、瑕疵

担保責任に関する特約等が考えられる。 
  ニ 「連鎖販売業に係る特定利益に関する事項」 
    特定利益の提供方法等は各組織により多種多様であることからその記載方法につ

いても様々な方法が考えられるが、いずれにせよ、当該連鎖販売業において得られ

る利益のしくみについて取引の相手方が理解し得る形で記載する必要がある。例え

ば、「販売金額と仕入れ金額の差額のほかボーナスとして月間取扱金額の○％があな

たの収入になります。」、「あなたが勧誘した販売員の売上額の○％をバックマージン

として支払います。」、「新規販売員を１人紹介する毎に紹介料として○円を支払いま

す。」等が挙げられる。 
  ホ 「連鎖販売取引に伴う特定負担の内容」 
    例えば、特定負担の内容が商品購入の場合は、その数量、金額、取引料について

は、その性格、金額等を記載することとなるが、ロと同様連鎖販売取引が数種類あ

るときは、それぞれについて記載しなければならない。 
  ヘ 「契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項」 
    「契約の解除の条件」とは、契約の解除ができる場合及びその契約の解除を行っ

たときの損害賠償又は違約金についての取決め、商品等を紹介した者からキャンセ

ルがあった場合の手数料の取扱いに関すること等について記載することとなる。 
  ト 「割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項」 
    割賦販売法第２条第２項に規定するローン提携販売の方法又は同条第３項に規定

する包括信用購入あっせん若しくは同条第４項に規定する個別信用購入あっせんに

係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第 29 条の４

第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）又は同法第 30 条の４（同法第

30 条の５第１項において準用する場合を含む。）若しくは同法第 35 条の３の 19 の

規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あっせん関係販売業者、個別信

用購入あっせん関係販売業者、包括信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは

個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、商品

の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者または包括信用購入あっせん



234 
 

業者若しくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができる（いわゆる「抗弁

権の接続」）旨を記載する。 
  チ 「法第 34 条に規定する禁止行為に関する事項」 
    契約の締結について勧誘をする際又は解除を妨げるために不実のことを告げるこ

と、相手方を威迫して困惑させて契約を締結させたり解除を妨げること等が本法に

より禁止されている旨を記載する必要がある。具体的には次のような記載例が考え

られる。 
 
 （記載例） 

当該ビジネスを行うに当たっては、相手方に以下の事項を十分説明して下さい。 
 ① 商品の種類、性能、品質等（又は権利、役務の種類及び内容）について 
 ② 入会金や商品購入等この取引に伴う負担について 
 ③ 契約の解除（クーリング・オフ及び中途解約を含む。）について 
 ④ この取引において得られる利益（販売利益、ボーナス、紹介料等）について 
 ⑤ その他、この取引の相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項について 
 勧誘に際して、又は契約の解除を妨げるために上記の事項について、事実と異なること

を告げると特定商取引に関する法律により罰せられます。 
 また、契約を締結させ、契約解除を妨げるため、相手方を威迫して困惑させること、ま

たは②に掲げる負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであ

ることを告げずに、公衆の出入りしない場所に誘い込み、相手方が自発的に離脱できない

状況で勧誘を行うようなことは、同じく特定商取引に関する法律により罰せられます。 
 
 (7) 書面の記載方法 
   書面の記載方法については、省令第 28条第２項及び第３項において定められている。 
   本項の書面は、契約の相手方の注意を十分喚起させる必要があるところから書面の

内容を十分に読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。使用する文

字及び数字の大きさについても日本工業規格Ｚ8305 に規定する８ポイント以上のもの

と規定している。 
２ 連鎖販売取引についての契約締結時の書面交付（第２項） 
  第２項は、連鎖販売業を行う者に、無店舗個人と連鎖販売契約を締結した場合に、契

約内容を明らかにする書面を交付しなければならない旨を規定している。 
 (1) 「連鎖販売業を行う者」（第 33 条第１項の解説参照） 
 (2) 「連鎖販売取引についての契約（以下この章において「連鎖販売契約」という。）」 
   以下、「連鎖販売取引についての契約」を「連鎖販売契約」とすることとした。 
 (3) 「遅滞なく」 
   通常３日ないし４日以内をいうが、契約の締結後できるだけ早い時期が望ましい。 
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   なお、勧誘の際に交付した書面、第 37 条第１項の書面として交付した書面等は、た

とえ本項の必要記載事項の記載があったとしても、本項の書面の交付とはみなされな

い。本項の書面の交付は、契約内容を明らかにし、後日契約内容を巡るトラブルが生

じることを防止するという趣旨に加えて、第 40 条第１項の規定を前提に、既に契約を

した者にその契約についての熟慮を促すという目的をもつものであるから、前項の書

面をもって本項の書面に代えることは許されない。 
 (4) 書面の内容 
  イ 交付する書面には、連鎖販売契約の内容を記載しなければならない。前項の書面

と異なり、連鎖販売業について包括的に記載することは要せず、当事者の契約の内

容について記載すればよい。 
    記載しなければならない事項として、法律では「商品（施設を利用し及び役務の

提供を受ける権利を除く。）の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若し

くは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項」

「商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役

務の提供のあつせんについての条件に関する事項」「当該連鎖販売取引に伴う特定負

担に関する事項」「当該契約の解除に関する事項（第 40 条第１項から第３項まで及

び第 40 条の２第１項から第５項までの規定に関する事項を含む。）」「前各号に掲げ

るもののほか、主務省令で定める事項」が定められている。 
    「当該契約の解除に関する事項」では、解除の方法・効果、業者側からの解除に

関する要件・効果等を記載する。また、昭和 63 年の改正により、クーリング・オフ

（第 40 条参照）に関する事項、平成 16 年の改正により、連鎖販売契約の中途解約・

商品販売契約の解除に関する事項についても記載すべきこととした。これは、クー

リング・オフについての不告知や不実告知により、クーリング・オフを妨げる等と

いった不当行為を排除するため、訪問販売の場合と同様、記載を義務付けたもので

ある。 
    第５号の省令で定める事項として省令第 29 条で次の８つの事項を定めている。 
   ① 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 

② 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名  
又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 

   ③ 契約年月日 
   ④ 商標、商号その他特定の表示に関する事項 
   ⑤ 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 
   ⑥ 特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容 
   ⑦ 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 
     割賦販売法第２条第２項に規定するローン提携販売の方法又は同条第３項に規

定する包括信用購入あつせん若しくは同条第４項に規定する個別信用購入あつせ
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んに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第 29
条の４第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）又は同法第 30 条の４

（同法第 30 条の５第１項において準用する場合を含む。）若しくは同法第 35 条の

３の 19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あっせん関係販売業

者、個別信用購入あっせん関係販売業者、包括信用購入あっせん関係役務提供事

業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務事業者に対して生じている事由をも

って、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購

入あっせん業者若しくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができる（い

わゆる「抗弁権の接続」）旨を記載する。 
   ⑧ 法第 34 条に規定する禁止行為に関する事項 
 
    なお、これらの記載事項のうち、次の上欄（左）に掲げる事項については、省令

第 30 条第１項によりそれぞれ下欄（右）の内容を含んでいなければならないこと

とされている。 
 

事    項 内    容 
一 商品若しくは権利の再

販売、受託販売若しくは

販売のあつせん又は同種

役務の提供若しくは役務

の提供のあつせんについ

ての条件に関する事項 

イ 商品又は権利の再販売については、購入する商品又は

権利の価格、代金の支払の時期及び方法、商品又は権利

の引渡し又は移転の時期及び方法その他商品又は権利の

再販売について条件のあるときは、その内容 
ロ 商品又は権利の受託販売については、委託を受けて販

売する商品又は権利の価格、その引渡し又は移転の時期

及び方法、受け取つた代金の引渡しの時期及び方法その

他商品又は権利の受託販売について条件のあるときは、

その内容 
ハ 同種役務の提供については、役務の対価、その支払の

時期及び方法その他同種役務の提供について条件のある

ときは、その内容 
ニ 商品若しくは権利の販売のあつせん又は役務の提供の

あつせんについては、当該あつせんについて条件のある

ときは、その内容 
二 当該連鎖販売取引に伴

う特定負担に関する事項 
イ 商品の購入については、その購入先、数量、金額、代

金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期

及び方法 
ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支

払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法 
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ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対

価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及

び方法 
ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並

びに提供の時期及び方法 
ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還

の条件 
三 法第 40条第１項の規定

による当該契約の解除に

関する事項（法第 40 条第

２項及び第３項の規定に

関する事項を含む。） 

イ 法第 37 条第２項の書面を受領した日（その契約に係る

特定負担が再販売をする商品の購入についてのものであ

る場合において、その契約に基づき購入したその商品に

つき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後である

ときは、その引渡しを受けた日）から起算して 20 日を経

過するまでは、連鎖販売加入者は、書面によりその契約

の解除を行うことができること。 
ロ イに記載した事項にかかわらず、連鎖販売加入者が、

統括者若しくは勧誘者が法第 34条第１項の規定に違反し

若しくは一般連鎖販売業者が同条第２項の規定に違反し

て法第 40条第１項の規定による連鎖販売契約の解除に関

する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによ

り誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売

業者が同条第３項の規定に違反して威迫したことにより

困惑し、これらによつて法第 40 条第１項の規定による当

該契約の解除を行わなかつた場合には、その連鎖販売業

に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が交付した

法第 40条第１項の書面を当該連鎖販売加入者が受領した

日から起算して 20 日を経過するまでは、当該連鎖販売加

入者は、書面により当該契約の解除を行うことができる

こと。 
ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その連

鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、その契約

の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求すること

ができないこと。 
ニ イ又はロの契約の解除は、その契約の解除を行う旨の

書面を発した時に、その効力を生ずること。 
ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契

約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引
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取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担と

すること。 
ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契

約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の

支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売

業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その

全額を返還すること。 
四 法第 40条の２第１項の

規定による商品に係る連

鎖販売契約の解除に関す

る事項（同条第２項から

第５項までの規定に関す

る事項を含む。） 

イ 法第 37 条第２項の書面を受領した日（その契約に係る

特定負担が再販売をする商品の購入についてのものであ

る場合において、その契約に基づき購入したその商品に

つき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後である

ときは、その引渡しを受けた日）から起算して 20 日を経

過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向かつて

連鎖販売契約の解除を行うことができること。 
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたと

きは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者（当該連

鎖販売契約を締結した日から１年を経過していない者に

限る。以下この号において同じ。）に対し、契約の締結及

び履行のために通常要する費用の額及び次に掲げる額を

合算した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の

額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求するこ

とができないこと。 
(1) 当該連鎖販売契約に基づき引渡しがされた当該商品

（法第 40条の２第２項の規定により当該商品に係る商

品の販売に係る契約（当該連鎖販売契約のうち当該連

鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部

分を含む。以下この号において「商品販売契約」とい

う。）が解除されたものを除く。）の販売価格に相当す

る額 
(2) 提供された特定利益その他の金品（法第 40 条の２第

２項の規定により解除された当該商品販売契約に係る

商品に係るものに限る。）に相当する額 
ハ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除された場

合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う

者が、連鎖販売加入者に対し、既に、連鎖販売業に係る

商品の販売等を行つているときは、次に掲げる場合を除
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き、連鎖販売加入者は商品販売契約の解除を行うことが

できること。 
(1) 当該商品の引渡し（当該商品が施設を利用し又は役

務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移

転。以下この号において同じ。）を受けた日から起算し

て 90 日を経過したとき。 
(2) 当該商品を再販売したとき。 
(3) 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費

したとき（当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者

が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその

全部若しくは一部を消費させた場合を除く。）。 
(4) 令第 10 条の２で定めるとき。 

ニ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたと

きは、連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、連鎖

販売加入者に対し、次の(1)に該当する場合にあつてはそ

の定める額、又は次の(2)に該当する場合にあつてはその

定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額

を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求すること

ができないこと。 
(1) 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の

解除が当該商品の引渡し前である場合 当該商品の販

売価格の 10 分の１に相当する額 
(2) 当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格

に相当する額 
ホ ハに記載した事項により商品販売契約が解除されたと

きは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連

帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つ

た者の債務の弁済の責めに任ずること。 
ヘ 連鎖販売契約又は商品販売契約の解除について特約が

ある場合には、その内容 
五 法第 40条の２第１項の

規定による役務に係る連

鎖販売契約の解除に関す

る事項（同条第２項から

第５項までの規定に関す

る事項を含む。） 

イ 法第 37 条第２項の書面を受領した日から起算して 20
日を経過した後においては、連鎖販売加入者は将来に向

かつて連鎖販売契約の解除を行うことができること。 
ロ イに記載した事項により連鎖販売契約が解除されたと

きは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、

契約の締結及び履行のために通常要する費用の額及び当
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該連鎖販売契約に基づき提供された役務の対価に相当す

る額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加

算した金額を超える額の金銭の支払を請求することがで

きないこと。 
ハ 連鎖販売契約の解除について特約がある場合には、そ

の内容 
六 商標、商号その他特定

の表示に関する事項 
イ 使用させる商標、商号その他特定の表示 
ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容 
ハ 商標、商号その他特定の表示の使用を禁じている場合

は、その旨 
七 特定利益に関する事項 イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売の

あつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の販売

金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせん

をする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して

収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計

算の方法 
ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支

払われないこととなる場合があるときは、その条件 
ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期

及び方法その他の特定利益の支払の条件 
 
  ロ また、第１項の表第１号及び第２号の記載事項については、例えば、商品の再販

売の場合には次のような注意が必要である。 
   ① 「商品の販売条件に関する事項」 
    ⅰ 「代金の支払の時期及び方法」 
      「時期」は、売買契約の成立、商品引渡しの時期との関係等について、「方法」

は、現金、手形、銀行振込等の支払の方法について記載する。 
    ⅱ 「商品の引渡しの時期及び方法」 
      「時期」は、売買契約の成立の時期、代金の支払の時期との関係等について、

「方法」は、引渡し場所や運送費の負担等について記載する。 
    ⅲ 「商品の再販売について条件のあるときは、その内容」 
      商品を買い受けた者が、再販売するときの価格、販売先等について拘束する

ときは、その内容を記載する。 
   ② 「当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項」 
    ⅰ 「商品の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び

方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法」 
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      「代金の支払の時期と当該商品の引渡しの時期及び方法」については、商品

の販売条件に関する事項における記載をもって足りる場合もある。（前述①のⅰ

ⅱ参照） 
    ⅱ 「取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び

方法」 
      「性格」とは、取引料が加盟金、権利金、保証金、登録料、研修費、販売用

具代等種々雑多な内容のものを含みうることを考慮して記載を義務付けたもの

である。取引料の名義を記載しても、その名義からだけでは性格が明らかでな

いとき（例えば、「権利金」、「リクルート料」等）は、説明を要する。 
    ⅲ 「取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件」 
      取引料には、保証金等も含まれるため、一定の条件のもとに返還されるもの

もある。このような場合には、例えば、「契約終了時に債務がなければ返還する。」、

「販売額○○万円を達成すれば返還する。」等、その返還の条件を明示しなけれ

ばならない。 
  ハ 第１項の表第３号の記載事項については、次のような注意が必要である。 
    「契約の解除に関する事項」については、法第 40 条第１項に基づく契約の解除及

びそれ以外の契約の解除について、その要件、方法等を記載すべきこととされてい

る。 
    法第 40条第１項の規定に基づく契約の解除については、法第 37条第２項により、

書面の必要的記載事項であり、法第 40 条に規定されている内容を記載することにな

る。 
  ニ 第１項の表第４号及び第５号の記載事項については、次のような注意が必要であ

る。 
    「連鎖販売契約の解除に関する事項」については、法第 40 条の２第１項に基づく  

商品又は役務に係る連鎖販売契約の解除について、その要件、方法等を記載すべき

こととされている。 
    法第 40 条の２第１項の規定に基づく契約の解除については、法第 37 条第２項に

より、書面の必要的記載事項であり、法第 40 条の２第１項から第５項に規定されて

いる内容を記載することになる。 
  ホ 第１項の表第６号の記載事項については、次のような注意が必要である。 
    ⅰ 「使用させる商標、商号その他特定の表示」 
      商標等の使用を義務付ける場合のほか、使用を認める場合にもその旨を記載

する。 
      なお、「その他特定の表示」とは、商標と類似の標章であるが、商品等に付さ

れるものではないサービスマーク、特別の呼称等のことである。 
    ⅱ 「当該表示の使用について条件があるときは、その内容」 
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      例えば、使用料を徴収する場合、使用する範囲を限定する場合等が考えられ

る。 
  ヘ 第１項の表第７号の記載事項（「特定利益に関する事項」）については、次のよう

な注意が必要である。 
    ⅰ 「特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法」 
      広告の表示事項における「その他の特定利益の計算の方法の概要」とは異な

り、契約書面の交付に際しては、概要ではなく全部を記載しなければならない。 
    ⅱ 「特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、そ

の条件」 
      前述第 35 条２の解説参照。 
    ⅲ 「特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件」 
      「支払い条件」とは、各組織により多種多様な条件が考えられるが、例えば、

「新規販売員を○人紹介した場合、○円払います。」等が該当する。 
  ト 省令第 29 条第６号の「特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内

容」の記載については、次のような注意が必要である。 
    商品若しくは権利の購入、役務の対価の支払又は取引料の提供以外の義務がある

場合に記載する必要がある。 
    例えば、研修会への出席、他の者をリクルートすることが義務付けられている場

合等が考えられる。 
 (5) 記載方法 
   記載方法は省令第 30 条第２項から第４項で定められており、この書面には、前項の

書面と同様、書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載し、日本工業規

格Ｚ8305 に規定する８ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 
   また、法第 37 条第２項第４号のうちクーリング・オフに関する事項（省令第 30 条

第１項の表第３号の下欄に掲げる内容）は、赤枠の中に赤字で記載しなければならな

い。 
３ 本条の交付義務違反（不交付、虚偽記載、不備記載等）に対しては６月以下の懲役又

は 100 万円以下の罰金（併科あり）が科せられる（第 71 条）ほか、指示（第 38 条）、業

務停止命令（第 39 条）の対象となる。 
 
  （指示） 

第 38条 主務大臣は、統括者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若しくは第４項、第

35 条、第 36 条、第 36 条の３（第５項を除く。）若しくは前条の規定に違反し若しくは

次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若しくは

第４項、第 35 条、第 36 条若しくは第 36 条の３（第５項を除く。）の規定に違反し若し

くは第２号から第４号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連
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鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、

必要な措置をとるべきことを指示することができる。 
 一 その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務

の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 
 二 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずるこ

とが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販

売契約（その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若し

くはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同

じ。）の締結について勧誘をすること。 
 三 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思

を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような

仕方で勧誘をすること。 
 四 前３号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販

売契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益

を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの。 
２ 主務大臣は、勧誘者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若しくは第４項、第 35 条、

第 36 条、第 36 条の３（第５項を除く。）若しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に

掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が

害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、必要な措置をとるべきこと

を指示することができる。 
３ 主務大臣は、一般連鎖販売業者が第 33 条の２、第 34 条第２項から第４項まで、第 35
条、第 36 条、第 36 条の３（第５項を除く。）若しくは前条の規定に違反し、又は第１項

各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の

利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、必要な措

置をとるべきことを指示することができる。 
４ 主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第 36 条の４第１項又は同条第   

２項において準用する第 36条の３第２項から第４項までの規定に違反した場合において、  
連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認める

ときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきこ

とを指示することができる。 
 
趣 旨 

 本法の規定に違反する行為は、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を

害するおそれもある。このような事態を避けるためには所要の対策を講じる必要があるが、

その是正を図らせることで勧誘及び取引を続行することが可能であるならば、取引の相手

方にとっても利益となる。本条は、この観点から、主務大臣から統括者ないしは当該行為
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を行った者に対し、本法の目的に則った必要な措置をとるべき旨を指示することができる

ことを定めるものである。 
解 説 

１ 指示対象者について 
 (1) 改正の経緯 
   平成８年の法改正以前においては、主務大臣の指示の対象者は統括者のみであった

が、平成８年改正で第 34 条の禁止行為の規制対象者を連鎖販売業を行う者全体に拡大

した趣旨を踏まえ、本条においても個々の違反行為者の行為責任に着目し、勧誘者、

一般連鎖販売業者についても主務大臣の指示の対象に加えることとした。 
   本条の指示が行われる場合の違反行為者と指示対象者の関係は、次のとおりである。 
  ① 統括者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若しくは第４項、第 35 条、第 36

条、第 36 条の３（第５項を除く。）若しくは、第 37 条に違反した場合又は本条第１

項各号の行為を行った場合には、統括者に対して指示を行う。 
  ② 勧誘者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若しくは第４項、第 35 条、第 36

条若しくは第 36 条の３（第５項を除く。）に違反した場合又は本条第１項第２号か

ら第４号までの行為を行った場合には、統括者及び勧誘者に対して指示を行う。 
  ③ 勧誘者が第 37条に違反した場合若しくは本条第１項第１号の行為を行った場合に

は、勧誘者に対して指示を行う。 
  ④ 一般連鎖販売業者が第 33 条の２、第 34 条第２項から第４項まで、第 35 条、第

36 条、第 36 条の３（第５項を除く。）若しくは第 37 条に違反した場合又は本条第

１項各号の行為を行った場合には、その一般連鎖販売業者に対して指示を行う。 
   勧誘者は統括者が勧誘を行わせる者であるため、勧誘者が違反行為を行った場合で

あっても、一定の違反行為については統括者及び勧誘者本人の両方に指示を行い得る

こととする。ただし、書面交付違反や債務不履行といった、勧誘者が専ら自己の連鎖

販売取引に関して行う行為についてまで統括者に責任を問うことは適当ではないため、

これらについては勧誘者本人にのみ指示を行うこととしている。 
２ 「連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認

めるとき」とは、本法に違反する行為を放置しておくことが連鎖販売取引の公正及び連

鎖販売取引の相手方の利益の損害につながると思料される場合を指す。具体的に如何な

る場合がこれに該当するかは、個々の実態に照らして判断することになる。 
３ 債務不履行（第１項第１号） 

(1) 本号は、連鎖販売業を行う者の民事上の債務不履行についての規定である。 
(2) 「連鎖販売契約に基づく債務」は、再販売による売買差益や委託、あっせん手数料 
に相当する金銭の提供が基本的な債務であるが、当事者間で特約が存在すれば、それ

に基づく債務も含まれる。 
   「連鎖販売契約の解除によつて生ずる債務」とは、契約が解除された場合の原状回  
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復義務等であり、例えば、連鎖販売取引の相手方がクーリング・オフを申し出た場合

における受領した金品の返還義務や、脱会時に返還が予定されている保証金の返還義

務等である。 
 (3) 「履行の拒否」は連鎖販売取引の相手方の請求に対して明示的に拒否する場合もあ  

ろうが、明示的に拒否することはしないまでも、実態上「拒否」と認められる場合（連

鎖販売取引の相手方の請求を聞こうとしないなど）も含む。また、拒否は裁判上の意

思表示である必要はない。 
 (4) 「不当な遅延」について、「不当」とあるのは、次の理由による。 
  イ 同時履行の抗弁権があるなど統括者等に正当事由がある場合もあり得ること。 
  ロ 解除がなされた時から直ちに本号違反状態が発生すると解釈することは現実的で

なく、返還すべき金品の調達に要する合理的期間等社会通念上認められた猶予期間

の間は、本号違反にはならないと解釈することが妥当であること。（ただし、この猶

予期間は、客観的に判断されるものであって、統括者等の独自の事情のみによって

左右されるものではない。） 
４ 断定的判断の提供（第１項第２号） 
  本号及び次号は、平成８年改正前は省令に規定されていたが、産業構造審議会消費経

済部会において、規制内容を可能な限り法律上に規定することが適当である旨の指摘が

あったことを踏まえ法律事項として規定したもの。 
 (1) 「その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき」 
   その連鎖販売業を行う者本人の行う連鎖販売取引に関して断定的判断をする場合だ

けでなく、統括者が統括する一連の連鎖販売業において行われる連鎖販売取引のいず

れかについて断定的判断を提供すれば本号に該当する。 
 (2) 「利益」 
   必ずしも特定利益に限定されるものではなく、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引

に関して生ずる利益一般をいう。 
 (3) 「誤解させるべき断定的判断を提供」 
   判断の提供であるから、事実を告げるものは本号の対象とはならない。誤解を生ぜ

しめるように事実を告げることは法第 34条第１項若しくは第２項に該当するか否かの

問題となる。 
 (4) 店舗等によらないで営業する個人を相手方とするものに適用を限定していることに  

ついては、第 34 条の解説２の(2)を参照されたい。 
５ 迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘（第１項第３号） 
  「契約を締結しない旨の意思を表示している」とは、明示的に「いらない。」、「やる気

はない。」等と告げる場合のみならず、黙示的に契約締結を嫌っていることを示した場合

も含むものである。 
  「迷惑を覚えさせるような仕方」については、第７条の解説３の(4)ⅰを参照され  
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たい。 
６ その他省令事項（第１項第４号） 
  連鎖販売契約に関する行為で連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を

害するおそれがあるものとして、省令第 31 条で次の行為を定めている。 
 (1) その連鎖販売業に係る連鎖販売契約（その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそ  

のあっせん又は役務の提供若しくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備に

よらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。）について迷惑を覚え

させるような仕方で解除を妨げること。 
(2) 一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の  
締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨

げるため、法第 34 条第１項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないこと。 
(3) その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘を  
するに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、法第 34 条

第１項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のこと

を告げることを唆すこと。 
 (4) その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させ、又はその 

連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを

唆すこと。 
 (5) その連鎖販売業を行う者が法第 37 条に規定する書面を交付しなければならない場  

合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条に規定する事項が記載され

ていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。 
(6) 未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結  
させること。 

(7) 連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる 
勧誘を行うこと。 

(8) 連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職  
業その他の事項について虚偽の記載をさせること。 

(9) 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法（電磁 
的方法を除く。）により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引

電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧

客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作（連

鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次

号において同じ。）が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又

は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示してい

ないこと。 
(10) 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、 
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書面への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることに

ついての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広

告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の

意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記

録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けるこ

とについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示してい

ないこと。 
(11) 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、法第 36 の４第１項及び同条第２項で準 

用する法第 36条の３第２項から第４項までの規定のいずれかに違反する行為を行つて

いる者に、法第 36 条の３第５項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託するこ

と。 
  (1)は、本条第３号と同様の仕方で解除を妨げる行為を規定したものである。 
  (2)は、一般連鎖販売業者が「故意に事実を告げない」場合を規定しており、統括者又 
は勧誘者が「故意に事実を告げない」場合については法第 34 条第１項に該当することと 
なる。法第 34 条の解説２を参照されたい。 

  (2)、(3)及び(4)に関して、「その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取

引について」の解釈については、法第 34 条の解説３を参照されたい。また、唆す行為と

事実不告知、不実告知、威迫困惑等は時間的に同時又は近接したものであることを要し

ない。 
  (5)の「その連鎖販売業を行う者」とは、統括者が統括する一連の連鎖販売業を行う者

のことである。また、唆す行為と書面の不交付等は時間的に同時又は近接したものであ

ることを要しない。 
  (6)の「未成年者その他の者」には、未成年者、老人等が一般的には該当し得るが、こ

れらの者に対し、通常の判断力があれば締結しないような、当該者にとって利益を害す

るおそれのある契約を締結させる場合に適用されることとなる。  
  (7)は、取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして客観的に見て不適当と認

められる勧誘が行われた場合に適用されることとなる。いわゆる適合性原則を定めたも

のである。具体的には、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が相手方に対して、連鎖

販売取引に関する知識や経験の不足につけ込む勧誘や、財産の状況に照らして不相応又

は不要な支出を強いる契約の勧誘を行うことは本号に当たる。例えば、大学生に消費者

金融業者から借り入れをさせてまで連鎖販売取引の勧誘をすることは本号に該当する。 
  (8)の「その他の事項」とは、取引の相手方の信用能力についての情報（持家の有無、

勤続年数、収入等）が中心であるが、特にこれに限定するものではない。 
    (9)及び(10)は、連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請

求を受ける際の違反行為について規定したものであるが、(9)はインターネット上のホー

ムページ等により承諾の取得等を行う場合を、(10)は電子メールや書面等により承諾の取



248 
 

得等を行う場合をそれぞれ規定している。省令第 31 条第９号及び第 10 号の「当該連鎖

販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを『容易に認

識できるよう表示』」の解釈について、どのような表示を行うことが「容易に認識できる

（できない）」表示に該当するかの具体例については、「電子メール広告をすることの承

諾・請求の取得等に係る『容易に認識できるよう表示していないこと』に係るガイドラ

イン」を参照されたい。 
  (11)は、統括者等が法第 36 条の３第５項各号に掲げる業務のすべてを一括して委託する

際に、法第 36 条の４各項に違反する行為を行っている事業者に対して委託することを指

示の対象としたものである。 
７ なお、本条に基づき、主務大臣が指示する場合においては、平成 14 年２月１日より消

費者保護の強化等の観点から、統括者等の名称を含め、原則として指示をした旨を公表

するよう運用を強化することとした。 
８ 本条の規定に違反して指示に従わない者に対しては 100 万円以下の罰金が科せられる

（第 72 条第１項第２号）ほか、業務停止命令（第 39 条）の対象となる。 
 
  （連鎖販売取引の停止等） 

第 39条 主務大臣は、統括者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若しくは第４項、第

35 条、第 36 条、第 36 条の３（第５項を除く。）若しくは第 37 条の規定に違反し若しく

は前条第１項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第 33 条の２、第 34 条第１

項、第３項若しくは第４項、第 35 条、第 36 条若しくは第 36 条の３（第５項を除く。）

の規定に違反し若しくは前条第１項第２号から第４号までに掲げる行為をした場合にお

いて連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあ

ると認めるとき、又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に

対し、１年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い

若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一

部を停止すべきことを命ずることができる。 
２ 主務大臣は、勧誘者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若しくは第４項、第 35 条、

第 36 条、第 36 条の３（第５項を除く。）若しくは第 37 条の規定に違反し若しくは前条

第１項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相

手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は勧誘者が同条第２項の規

定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、１年以内の期間を限り、当該連鎮

販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取

引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。 
３ 主務大臣は、一般連鎖販売業者が第 33 条の２、第 34 条第２項から第４項まで、第 35
条、第 36 条、第 36 条の３（第５項を除く。）若しくは第 37 条の規定に違反し若しくは

前条第１項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引
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の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は一般連鎖販売業者が

同条第３項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、１年以

内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、

又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。 
４ 主務大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第 36 条の４第１項若しくは同   
条第２項において準用する第 36条の３第２項から第４項までの規定に違反した場合にお

いて連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあ

ると認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第４項の規定によ

る指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以

内の期間を限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべ

きことを命ずることができる。 
５ 主務大臣は、第１項から第３項までの規定による命令をしたときは、その旨を公表し  
なければならない。 

６ 主務大臣は、第４項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならな  
い。 

 
趣 旨 

 本法の規定に違反する行為のうち特に悪質なものを行い又は主務大臣の指示に従わない

場合には、連鎖販売取引に係る被害が拡大するおそれがある。したがって、このような事

態を防止するため、直罰とは別に主務大臣の命令により、不当な勧誘を停止させ又は連鎖

販売取引自体を停止させ得ることとしている。 
解 説 

１ 平成８年の法改正以前において本条の業務停止命令の対象者は統括者のみであったが、

前条と同様の趣旨から、勧誘者、一般連鎖販売業者についてもその対象に加えることと

した。 
２ 本条の命令が行われる場合の違反行為者と命令対象者の関係は次のとおりである。 
  統括者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若しくは第４項、第 35 条、第 36 条、

第 36 条の３（第５項を除く。）若しくは第 37 条に違反した場合、前条各号の行為を行っ

た場合又は前条の指示に従わなかった場合には、統括者に対して命令を行う。 
  勧誘者が第 33 条の２、第 34 条第１項、第３項若しくは第４項、第 35 条、第 36 条若

しくは第 36 条の３（第５項を除く。）に違反した場合又は前条第２号から第４号までの

行為を行った場合には、統括者及び勧誘者に対して命令を行う。 
  勧誘者が第 37条に違反した場合若しくは前条第１号の行為を行った場合又は前条の指

示に従わなかった場合には、勧誘者に対して命令を行う。 
  一般連鎖販売業者が第 33 条の２、第 34 条第２項から第４項まで、第 35 条、第 36 条、

第 36 条の３（第５項を除く。）若しくは第 37 条に違反した場合、前条各号の行為を行っ
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た場合又は前条の指示に従わなかった場合には、その一般連鎖販売業者に対して命令を

行う。 
３ 「連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあ

ると認めるとき」とは、本法に違反する行為を放置しておくことが連鎖販売取引の公正

及び連鎖販売取引の相手方の利益の多大な損害につながると思料される場合を指す。具

体的に如何なる場合がこれに該当するかは、個々の実態に照らして判断することとなる。 
４ 「１年以内の期間を限り」 
  主務大臣は、不当な勧誘の様態、今後予想される被害の程度等を勘案し、１年以内で

必要な期間を定めることとなる。 
５ 命令の内容 
  命令の内容は、勧誘の停止又は連鎖販売取引の全部又は一部の停止である。 
  勧誘の停止は、一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に数種又は複数ある場合には、

適正を欠く勧誘が行われた取引のみでなく、すべての連鎖販売取引について行うことが

できる。 
  なお、これについては全部又は一部の停止であるので、数種又は複数の連鎖販売取引

を行っている場合は、その一部の停止を命ずることもできる。 
６ 第４項は、主務大臣が業務停止命令をしたときは、その旨の公表を義務付けるもので

ある。これは、業者名を広く消費者に知らしめて被害の拡大防止を図るためである。 
７ 本条の命令に違反した者に対しては２年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金（併科あ

り）が科せられる（第 70 条の２）。 
 
  （連鎖販売契約の解除等） 

第 40条 連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけ

るその連鎖販売契約の相手方（その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん

又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この

章において「連鎖販売加入者」という。）は、第 37 条第２項の書面を受領した日（その

連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品（施設を利用し及び役務の提供を受け

る権利を除く。以下この項において同じ。）の購入についてのものである場合において、

その連鎖販売契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領

した日後であるときは、その引渡しを受けた日。次条第１項において同じ。）から起算し

て 20 日を経過したとき（連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第 34 条第１項の

規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第２項の規定に違反してこの項の規定に

よる連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより

当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖

販売業者が同条第３項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当

該期間を経過するまでにこの項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合に



251 
 

は、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業

者が主務省令で定めるところによりこの項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行う

ことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 20 日を経過したと

き）を除き、書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。この場合におい

て、その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の

支払を請求することができない。 
２ 前項の連鎖販売契約の解除は、その連鎖販売契約の解除を行う旨の書面を発した時に、

その効力を生じる。 
３ 第１項の連鎖販売契約の解除があつた場合において、その連鎖販売契約に係る商品の

引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者

の負担とする。 
４ 前３項の規定に反する特約でその連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする。 
 
趣 旨 

 連鎖販売取引においては、組織、契約内容が複雑なこと、勧誘にあたり巧みな言葉で必

ず利益があがると信じ込まされてしまうこと等により、商取引に不慣れな個人が契約内容

を理解しないまま一時的な興奮に駆られて契約し、後日トラブルを生じたり、思わぬ損失

を被る場合が少なくない。本条は、このような被害を防止し、商取引に不慣れな個人の保

護を図るため、いわゆるクーリング・オフ制度を導入し、契約の締結後一定期間内は無条

件で契約の解除を行うことができることとしたものである。 
解 説 

１ 平成８年の法改正によりクーリング・オフ期間を従来の 14 日から 20 日に延長した。

平成８年当時の連鎖販売取引に係る消費者相談の実態をみると、14 日間のクーリング・

オフ期間では、商取引に不慣れな一般消費者が実際に販売活動等を試み当該事業を続け

るか否かを冷静に判断する期間としては不十分であり、他方あまりに長期間とすると取

引の安定性を欠くこととなること等の点を踏まえ、20 日間に延長することとした。 
２ 第１項 
  第１項は、無店舗個人が連鎖販売契約を締結した場合は、契約締結後一定期間内は契

約の解除を行うことができる旨を規定している。 
 (1) クーリング・オフ期間の起算日 
  イ クーリング・オフ期間の起算日は、原則として、「第 37 条第２項の書面を受領し

た日」である。受領していない場合は、クーリング・オフをする権利が留保されて

いることとなる。 
    第 37 条により、連鎖販売業を行う者は、無店舗個人と連鎖販売契約を締結したと

きは、遅滞なく、契約の内容を明らかにする書面を交付すべきこととされているが、

この書面に、本条第１項から第３項までの規定に関する事項を記載しなければなら



252 
 

ない（第 37 条第２項第４号）。記載方法については、法第 37 条の解説２の(6)を参照

のこと。 
  ロ ただし、以上の原則の例外として、法では「その契約に係る特定負担が再販売を

する商品（施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。）の購入についてのも

のである場合において、……その引渡しを受けた日）」と定めている。 
    すなわち、商品（施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。）の再販売を

する者との連鎖販売取引において条件とされる特定負担が、当該商品の購入である

場合又は取引料の提供と当該商品の購入双方である場合には、この例外規定が適用

される。 
    商品（施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。）の再販売をする者との

連鎖販売取引に伴う特定負担についてのみ例外を設けたのは、マルチ商法について

は、大量の在庫を抱え込む被害が生じたことから、商品在庫を現実に見て、自分が

売りさばけそうかどうかを冷静に判断させることに意義があったのに対し、これ以

外の場合については、大量の在庫を抱え込むといった被害はほとんどなく、また、

権利、役務が無体物であるため現実の引渡し（提供）により取引の妥当性について

再考を促すといった効果も期待しにくいことから、同様の規定を設ける実効性が乏

しいためである。 
    商品の引渡しを受けた日が契約内容を明らかにする書面の交付の日よりも後であ

る場合には、書面が交付されても 20 日間の期間は進行せず、商品の引渡しを受けた

日から進行することとなる。なお、特定負担が、商品の購入と取引料の提供双方で

ある場合は、取引料を支払った日がいつであるかにかかわらず、特定負担として購

入した商品の最初の引渡しを受けた日と契約内容を明らかにする書面の交付された

日との、いずれか遅い方の日が起算日となる。「再販売をする商品」とは、再販売を

する者が取り扱う商品を意味しており、再販売用に購入する商品のみならず、自己

消費用に購入する商品も含まれる。 
  ハ 「商品の引渡し」とは、現実の引渡しを意味する。このような規定を設けた趣旨

は、契約の相手方が自ら販売することとなる商品を実際に手にとってその品質等を

確かめ、販売し得るか否かについて考慮したうえで、契約の解除を行うか否かを判

断し得るようにすることにある。したがって、民法に定める占有改定、指図による

占有移転等の方法によって契約の相手方が占有権を取得しても、引渡しが行われた

とみなされない。 
  ニ 本条に基づく契約の解除は、前述のクーリング・オフ起算日から 20 日を経過した

ときを除いて可能である。したがって、第 37 条第２項の書面の交付や商品の引渡し

が行われない場合には、契約の締結後何日経過した後であっても、契約の解除を行

うことができる。 
  ホ （連鎖販売加入者が、……書面を受領した日から起算して 20 日を経過したとき） 
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    平成 16 年改正によって導入された規定である。それ以前は、連鎖販売加入者がク

ーリング・オフをしようとした際に、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が「こ

れは特別な契約なのでクーリング・オフできない。」等と虚偽の説明をしたり威迫を

行ったりして、連鎖販売加入者が誤認（第 40 条の３の解説１参照）・困惑（第 34 条

の解説４参照）してクーリング・オフできなかった場合でも、第 37 条第２項の書面

等を受領した日から 20 日を経過したときは、クーリング・オフをすることができな

くなってしまう状況にあった。 
    連鎖販売加入者からのクーリング・オフを妨害するため、統括者、勧誘者又は一

般連鎖販売業者が虚偽の説明を行ったり威迫して困惑させたりする行為は、罰則を

もって禁止しており、このような違法行為を受けてクーリング・オフできなくなっ

た連鎖販売加入者が救済されないのは妥当でない。 
    したがって、このような統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の違法行為を受け

て連鎖販売加入者が誤認又は困惑してクーリング・オフしなかった場合には、その

連鎖販売加入者は、当該統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から第 37 条第２項の

書面の交付（上記ロに該当する場合は当該商品の最初の引渡し）を受けた日から起

算して 20 日を経過した場合であってもいつでもクーリング・オフを行使することが

できることとした。ただし、法律関係の安定性の確保にも配慮して、その統括者、

勧誘者又は一般連鎖販売業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を改めて

交付し、その連鎖販売加入者がその書面を受領した日から起算して 20 日を経過する

と、その連鎖販売加入者は、クーリング・オフをすることができなくなることとし

た。（第９条１(4)ハの図解参照） 
    なお、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が上記の法定書面を交付するにあた

っては、「主務省令で定めるところにより」交付する必要があり、省令では、当該書

面の記載事項、様式の他、交付の際の統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の説明

義務を定めている（省令第 31 条の２）。よって統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業

者は、上記書面を交付するとすぐに、連鎖販売加入者が書面を見ていることを確認

した上で、その連鎖販売加入者に対して「これから 20 日経過するまではクーリング・

オフできる」こと等を口頭で告げる必要があり、そのようにして交付されなかった

場合は、交付より 20 日間経過した場合であってもその連鎖販売加入者は依然として

クーリング・オフすることができることとなる。一度、不実告知や威迫といったク

ーリング・オフ妨害行為を受けた連鎖販売加入者は、クーリング・オフできないと

思い込んでいることも多く、「依然としてこれから 20 日経過するまではクーリング・

オフできる」旨が記載された書面をただ交付されただけでは、このような連鎖販売

加入者の十分な救済とはならないことから、このような説明義務を規定したもので

ある。 
    また、連鎖販売取引の特性上、勧誘者がクーリング・オフ妨害した場合に統括者
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がこの「クーリング・オフをすることができる旨」が記載された書面を交付して連

鎖販売加入者に説明するような事態が想定されるため、この連鎖販売取引において

は、クーリング・オフ妨害をしたまさにその事業者でなくても、「その連鎖販売業に

係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者」のいずれかの者が連鎖販売加入者にこ

の書面を交付し、説明し得ることとした。 
 (2) 契約の解除の方法 
   契約の解除は、「書面により」行われなければならない。書面は、その契約を解除す

る旨の意思表示が明確にされていれば、いかなる様式であってもよいし、直接手渡し

ても、郵送してもかまわない。ただし、後日、紛争を生じた場合に、期間内に書面を

発したこと等を立証する便宜上、内容証明郵便等で行うことが望ましい。また、書面

でなく口頭で連鎖販売加入者が解除を申し出て統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者

が異議をとどめずこれを受領した場合には、クーリング・オフと同趣旨の合意解除が

成立したものとみなされる場合が多いと考えられる。 
(3) 契約の解除の効果 

  イ 法は契約の解除の効果については第３項の規定に加え、「連鎖販売業を行う者は、

その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」旨の

みを規定しており、その他は一般法の原則によることとなる。したがって、契約の

当事者双方は、原状回復義務を負い、連鎖販売業を行う者は、既に受け取った商品

代金、役務の対価及び取引料がある場合には契約の相手方に返還しなければならな

いし、契約の相手方は、既に引渡しを受けた商品がある場合には連鎖販売業を行う

者に返還しなければならない。この場合、契約の相手方が、引渡しを受けた商品を

使用したり、消費している場合には、一般法の原則に戻って、連鎖販売業を行う者

は相手方が商品の使用又は消費により得た利益相当額の請求を行うことができる。

また、既に提供した役務の対価や既に実施した講習会、研修等の費用についても同

様である。 
  ロ 第 37 条第１項括弧書の場合、すなわち、連鎖販売契約を締結する者とその連鎖販

売取引において条件とされる特定負担についての契約を締結する者が異なる場合は、

連鎖販売契約の解除が行われたときは、特定負担についての契約の締結を行った者

が既に受取った商品代金、役務の対価又は取引料を返還しなければならない。 
３ 第２項 
  第２項は、契約解除の意思表示の効力発生時期について、民法の到達主義の原則に対

する例外を定めたものである。したがって、契約の解除をしようとする者は、20 日以内

に書面を発すれば、その到達が 20日を経過した後であっても、契約の解除は有効である。

これによって、契約の解除を行う側では、実質 20 日間検討を行うことができ、郵便遅配

等のリスクも業者の側が負うこととなる。 
４ 第３項 
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  第３項は、商品の引取り費用の負担について民法の例外を定めたものである。 
  契約の解除を行った者は、既に引渡しを受けた商品があれば、これを連鎖販売業を行

う者に返還しなければならないが、そのために要する費用を連鎖販売業を行う者に請求

することができる。 
５ 第４項 
  本項は、契約の相手方に不利な特約については、これを無効とする旨を定めたもので

ある。 
  本条の規定は、連鎖販売取引において、商取引に不慣れな個人を保護するために設け

られたものであるが、当事者間の特約を認めると、相手方の無知に乗じて不利な特約が

締結され、本条の趣旨が生かされない懸念がある。このため、契約の解除ができる期間

を短縮したり、解除の方法について制限するなど、契約の相手方に不利な特約は無効と

することとしたものである。これに対し、相手方にとって有利な特約は有効に成立する。 
 
第 40条の２ 連鎖販売加入者は、第 37 条第２項の書面を受領した日から起算して 20 日を

経過した後（連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第 34 条第１項の規定に違反し

若しくは一般連鎖販売業者が同条第２項の規定に違反して前条第１項の規定による連鎖

販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げ

られた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者

が第 34 条第３項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間

を経過するまでに前条第１項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、

当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が

同項の主務省令で定めるところにより同項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行う

ことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 20 日を経過した後）

においては、将来に向かつてその連鎖販売契約の解除を行うことができる。 
２ 前項の規定により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、

連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者（当該連鎖販売契約（取引条件の変更に係る連鎖

販売契約を除く。）を締結した日から１年を経過していない者に限る。以下この条におい

て同じ。）に対し、既に、連鎖販売業に係る商品の販売（そのあつせんを含む。）を行つ

ているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げる場合を除き、当該商品の販売に係る契約

（当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部

分を含む。以下この条において「商品販売契約」という。）の解除を行うことができる。 
 一 当該商品の引渡し（当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場

合にあつては、その移転。以下この条において同じ。）を受けた日から起算して 90 日

を経過したとき。 
 二 当該商品を再販売したとき。 
三 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき（当該連鎖販売業に係   



256 
 

る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部

若しくは一部を消費させた場合を除く。）。 
 四 その他政令で定めるとき。 
３ 連鎖販売業を行う者は、第１項の規定により連鎖販売契約が解除されたときは、損害

賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通

常要する費用の額（次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号

に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額）にこれに対する法定利率による

遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を連鎖販売加入者に対して請求

することができない。 
 一 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の引渡し後

である場合 次の額を合算した額 
  イ 引渡しがされた当該商品（当該連鎖販売契約に基づき販売が行われたものに限り、

前項の規定により当該商品に係る商品販売契約が解除されたものを除く。）の販売価

格に相当する額 
  ロ 提供された特定利益その他の金品（前項の規定により解除された商品販売契約に

係る商品に係るものに限る。）に相当する額 
 二 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始

後である場合 提供された当該役務（当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限

る。）の対価に相当する額 
４ 連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、第２項の規定により商品販売契約が解除

されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に

掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を

加算した金額を超える額の金銭の支払を当該連鎖販売加入者に対して請求することがで

きない。 
 一 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前であ

る場合 当該商品の販売価格の 10 分の１に相当する額 
 二 当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額 
５ 第２項の規定により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販

売業の統括者は、連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務

の弁済の責めに任ずる。 
６ 前各項の規定に反する特約で連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする。 
７ 第３項及び第４項の規定は、連鎖販売業に係る商品又は役務を割賦販売により販売し

又は提供するものについては、適用しない。 
 
趣 旨 

 連鎖販売取引においては、組織、契約内容が複雑なこと、勧誘にあたり巧みな言葉で必
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ず利益があると信じ込まされてしまうことにより、取引に不慣れな個人が契約内容を理解

しないまま契約し、大量の商品を抱えてしまうといったトラブルが発生することが多い。

また、そうやって加盟した個人は、利益を上げ、又は自分の損害を減らすために、新たに

取引に不慣れな別の個人を強引・執拗に勧誘し、新たな被害が発生してしまうことになる。

本条は、このような被害を防止し、取引に不慣れな個人の保護を図るため、諸外国の立法

例等も参考にしていわゆる返品ルールを導入し、連鎖販売契約を前提として商品を購入し

た場合に、クーリング・オフ期間を経過していても、一定の期間、一定の条件のもとにそ

の購入に係る契約を解除して商品を返品し、適正な額の返金を受けることができることと

したものである。 
解 説 

 本条第１項から第４項までの関係について、概略を図示すると以下のとおり。 
第 40 条の２（第１項～第４項）の構成 

第１項
（連鎖販売契約の

中途解約）

第３項
（中途解約に伴う損害賠償の制限）

第２項
（商品販売契約の解除）

当該商品の販売価格に
相当する額

役務

　　　　　契約の締結及び履行のために
　　　通常要する費用

　　　＋
　　　提供済み役務の対価

商品

第４項
（商品販売契約の解除に伴う損害賠償の制限）

契約の締結及び履行のために

通常要する費用

＋

引き渡された商品の販売価格

（連鎖販売契約の一部としての販

売に限り、第２項の場合を除く。）

＋

既に受領した特定利益

その他の金品

（第２項により解除された商品

販売契約に係るものに限る。）

①連鎖販売契約

（特定負担としての

商品販売部分）

＋

②商品販売契約

の解除

（遡及効）

連鎖販売契約

基本部分

＋

特定負担としての

商品販売部分

の解除

（将来効）

連鎖販売契約

基本部分

＋

特定負担としての

役務提供部分

の解除

（将来効）

返還されない場合

返還された場合

及び

引渡し前である場合

商品販売価格の十分の一に

相当する額

 
（注）割賦販売の場合には、本条第７項及び改正後の割賦販売法第６条第３項、第４項により下線部に割

賦手数料を合算 
１ 連鎖販売契約の中途解約（第１項関係） 
  第１項は、クーリング・オフ期間の経過後も、連鎖販売契約の期間内であれば連鎖販

売加入者は将来に向かって連鎖販売契約を解除（中途解約）できることとする法定解除

権を規定するものである。すなわち、例えば、連鎖販売契約の期間が５年等長期に定め

られていても連鎖販売加入者が自由に組織から退会することを認めるものである。この

解除権は、クーリング・オフ同様、形成権であって、解除の一方的意思表示をもって効

力を生ずるものであり、また、その理由の如何を問わない。当該解除の意思表示を書面

で行うことは明文上定められていないが、後日のトラブルを防止する観点から、書面を

もって（証拠を残すためできれば内容証明郵便で）行うことが望ましいと考えられる。 
  なお、本条の規定は事業者の債務不履行等の場合において連鎖販売加入者が民法等の

規定に基づき契約を解除することを妨げるものではない。 
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 (1) 「第 37 条第２項の書面を受領した日から起算して 20 日を経過した後（連鎖販売加  
入者が、……20 日を経過した後）」とは、第 40 条第１項に規定するクーリング・オフ

の行使が可能な期間を経過した後という意味である。 
 (2) 「将来に向かって」とは、中途解約の効果が遡及しないことを意味する。民法の解  

除の効果は、原則として遡及する（第 545 条）が、典型契約のうち、賃貸借（第 620
条）、委任（第 652 条）、組合（第 684 条）等については解除の効果が遡及しない。特

定継続的役務提供に係る本法第 49 条第１項、特定商品等の預託等取引契約に関する法

律第９条も同様である。これは、これらの契約は継続的な役務の提供契約であるため、

遡及効を認めるとすでに提供が終わった部分の原状回復等が複雑になるからである。

連鎖販売契約は、これらと同様の継続的な一連の取引に係る契約であるのみならず、

その連鎖販売契約を前提に様々な権利義務関係が発生することから、これらの規定と

同様の扱いをすることが適当であると考えられる。 
２ 商品販売契約の解除（第２項関係） 
  第２項は、第１項の規定に基づき連鎖販売契約が解除された場合においては、一定の

条件の下で、その連鎖販売契約が解除されるまでに締結した商品販売契約についても解

除を行うことができる旨を規定したものである。 
 (1) 「連鎖販売加入者（当該連鎖販売契約（取引条件の変更に係る連鎖販売契約を除く。）  

を締結した日から１年を経過していない者に限る。以下この条において同じ。）」 
   本条の趣旨は、取引に不慣れな個人が大量の在庫を抱えてしまうことによるトラブ

ルを防止することにあり、また、この制度は、一度有効に成立した商品販売契約を一

定の条件はあるものの遡及的に無効にするという重大な法効果を伴うものであること

から、本条の適用対象を連鎖販売加入者のうち、連鎖販売契約を締結して販売組織に

入会してから１年を経過していない者に限ったものである。 
   なお、取引条件の変更に係る連鎖販売契約については、販売組織に入会後も継続的

に締結されるものであるが、本条の保護の対象となるのは取引に不慣れな個人として

「販売組織入会後１年を経過していないもの」であり、括弧書きにおいて適用除外と

することとしたものである。 
   例えば、連鎖販売契約を締結したのが４月１日であれば、翌年の３月 31 日までは上

記要件に該当するが、翌年の４月１日からは該当しない。 
 (2) 「連鎖販売業に係る商品」 
   その連鎖販売業に関して販売される商品全てのことである。連鎖販売加入者が特定

負担として購入する商品かその後追加的に購入する商品かは問わない。 
 (3) 「（そのあっせんを含む。）」 
   連鎖販売加入者は、連鎖販売契約を前提に商品の購入をする場合、当該連鎖販売契

約の相手方である連鎖販売業を行う者より商品を購入するのが通常であるが、連鎖販

売業を行う者のあっせんする第三者より購入する場合もあることから、そのような形
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態による商品の販売にも本条を適用することとしたものである。 
 (4) 「次に掲げる場合を除き、」 
   第１号から第４号までのいずれかに該当する場合以外は、本条に基づく商品販売契

約の解除を行うことができるという意味である。したがって、第１号から第４号まで

のいずれかに該当する場合に、民商法原則に則って本来できる契約の解除ができなく

なるということではない。本条は、これら民商法原則による契約の解除とは別に、本

条に規定する商品販売契約の解除を強行的に（第６項）定めようとするものであって、

これ以外の契約の解除については、民商法一般原則及び当事者の特約によって規定さ

れることとなる。 
   また、各号に該当するかどうかについては通常販売されている商品の最小単位を基

準として判断されるものである。すなわち、仮にある商品販売契約に係る一部の商品

がいずれかの号に該当することがあっても、それは当該商品についてのみ解除ができ

なくなるというものであって、当該商品販売契約に係る商品全てにつき解除できなく

なるというものではない。 
 (5) 「当該商品の販売に係る契約（当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特  

定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この条において「商品販売契約」と

いう。）」 
   商品販売契約の定義である。「当該商品」すなわち「販売又は販売のあっせんをされ

た連鎖販売業に係る商品」の販売に係る契約のことであり、連鎖販売契約の一部であ

る特定負担に係る商品の販売に係る部分についても含むことを規定している。 
 (6) 第１号は、商品販売契約を解除することができなくなる場合の１つとして、商品の 

引渡し（権利の移転を含む。）を受けてから 90 日を経過した場合を規定したものであ

る。 
   したがって、逆に、商品の引渡しから 90 日を経過するまでは商品販売契約を解除す

ることができ、あるいは商品の引渡しがされなかったときは、商品販売契約を解除す

る権利が留保されていることになる。 
   「商品の引渡し……を受けた日から起算して 90 日を経過したとき。」とは、商品の

引渡しがされた日を含む 90 日間が経過したときの意である。 
 (7) 第２号は、商品販売契約を解除することができなくなる場合の１つとして、連鎖販  

売加入者が商品を再販売してしまった場合を規定したものである。 
   再販売をした商品についてまで商品販売契約の解除を認めることとすると、法律関

係が複雑になってしまうことのほか、本条の趣旨が、取引に不慣れな個人が大量の在

庫を抱えてしまうことを防止することとしていることから、それを踏まえこのように

規定することとした。 
   なお、このように一度商品を再販売してしまうと、仮にその商品が自らのもとに返

品されてきても、もはや自分が購入した者に対して返品できないこととすることによ
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り、連鎖販売加入者は自らのリスクによって再販売することとなるため、再販売の相

手方に大量の在庫を売り付けるような強引・執拗な方法による販売勧誘が抑制され、

その結果、当該連鎖販売組織自体の健全化にも資することが期待される。 
 (8) 第３号は、商品販売契約の解除をすることができなくなる場合の１つとして、連鎖  

販売加入者が商品を使用又は消費してしまった場合を定めたものである。 
   取引に不慣れな個人が大量の在庫を抱えてしまうことを防止するという本条の趣旨

を踏まえ、連鎖販売加入者が自ら使用又は消費した場合にまで解除を認めることは妥

当でないため、規定することとした。ただし、この際の使用又は消費は、連鎖販売加

入者の主体的な判断のもとになされる必要があり、当該商品の販売を行った者が、連

鎖販売加入者に当該商品を使用又は消費させたような場合は、本号には該当せず、連

鎖販売加入者は当該商品販売契約を解除することができる。 
 (9) 「その他政令で定めるとき。」 
   政令では、「連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部 

を滅失し、又はき損したとき」としている。これは民法の一般則との関係からいって

も、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品を滅失又はき損したよう

な場合にまで商品販売契約の解除を認めるのは妥当ではないと考えられるからである。 
３ 連鎖販売契約の中途解約の場合の損害賠償等の額の上限（第３項関係） 
  第３項は、第１項の中途解約がなされた場合に連鎖販売業を行う者が請求し得る金額

の上限を定めたものである。あくまで上限を規定したものであり、本項に定める額まで

請求できる権利を連鎖販売業を行う者に与えたものと解してはならない。具体的には、

契約の締結及び履行のために通常要する費用の額（本項各号に定める場合にあっては、

当該各号に掲げる額を合算した額）に、これらの金額の支払遅延があった場合には法定

利率（商法第 514 条の商事法定利率年６分等が適用になる。）による遅延損害金の額を加

算した金額を超える額の支払いを請求することができないこととしたものである。 
  なお、同項の「請求することができない」とは正当に収受することができないという

ことであり、本項に定める上限金額を上回る金銭を既に受け取っている場合には、超過

部分を速やかに返還しなければならない。 
  また、「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」を本文に規定しているが、

「契約の締結のために通常要する費用」としては、書面作成費、印紙税等があり、「契約

の履行のために通常要する費用」としては、商品の配送料、代金の取り立ての費用、催

告費用等がある。ただし、当該契約のみに特別に費用をかけた場合でも、それをそのま

ま請求することはできない。 
  また、中途解約時にこの「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」を請求

するためには、契約締結時の書面において「精算に関する事項」としてその内容が明ら

かにされており、かつ、中途解約の場合には請求することができる旨明示しておくこと

が望ましい。 
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 (1) 特定負担として購入した商品の引渡し後である場合には次の額を合算した額（第１ 
号関係） 

  イ 「引渡しがされた当該商品（当該連鎖販売契約に基づき販売が行われたものに限

り、前項の規定により当該商品に係る商品販売契約が解除されたものを除く。）の販

売価格に相当する額」 
    第１項の連鎖販売契約の効果が非遡及であることから、中途解約が行われた時点

で当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品が連鎖販売業を行う者から既に引き

渡されている場合には、当該連鎖販売業を行う者は、中途解約を行った連鎖販売加

入者に対して、当該商品の代金として、販売価格相当額を請求可能であることを確

認的に記載したものである。 
    ただし、当該商品に係る商品販売契約が解除された際については、その精算ルー

ルを第４項に規定しているため、本号の対象とはしていない。 
    なお、「連鎖販売契約に基づき販売が行われたものに限り」とは、解除された当該

連鎖販売契約の相手方たる連鎖販売業を行う者が自ら販売した商品のことであり、

当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売であっても、それ以外の者が商

品を販売した場合は、当該連鎖販売業を行う者は、請求を行うことができない。 
  ロ 「提供された特定利益その他の金品（前項の規定により解除された商品販売契約

に係る商品に係るものに限る。）に相当する額」 
    連鎖販売加入者は、連鎖販売契約により、その連鎖販売業に係る商品の購入に基

づき一定の特定利益等を得ることとなるが、第２項の規定に基づき商品販売契約が

解除された場合、当該商品販売契約に係る商品の購入により得ていた特定利益等を

返還させる必要があるため規定したものである。ただし、先述のとおり本項はあく

まで連鎖販売業を行う者が請求し得る金額の上限を定めたものであり、本項に定め

る額まで請求できる権利を連鎖販売業を行う者に与えたものと解してはならない。

例えば、本条第４項第２号に規定するような商品が返還されない場合であって、連

鎖販売業を行う者が既に商品の販売価格相当額を受け取っているときは、仮に連鎖

販売契約及び商品販売契約が解除された場合であっても、連鎖販売業を行う者は当

該商品販売契約に係る商品に係る特定利益等に相当する額の金銭の支払を連鎖販売

加入者に対して請求することができない。 
    なお、「特定利益その他の金品」とは、連鎖販売業に係る商品の購入により連鎖販

売加入者に提供される利益のことであり、連鎖販売加入者が自己消費のために購入

した商品の代金を源泉とするなど、法律上の「特定利益」の定義に当てはまらない

ものも含まれる。 
 (2) 特定負担に係る役務の提供開始後である場合（第２号関係） 
   「提供された当該役務（当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。）の対価

に相当する額」 
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   第１号同様、第１項の連鎖販売契約の効果が非遡及であることから、中途解約が行

われた時点で既に当該連鎖販売契約に基づき提供された役務の対価相当額については

事業者が請求可能であることを確認的に記載したものである。 
   なお、「連鎖販売契約に基づき」の解釈については、第１号関係参照のこと。 
４ 商品販売契約の解除の場合の損害賠償等の額の上限（第４項関係） 
  第４項は、第２項の規定により商品販売契約が解除された場合に、商品の販売を行っ

た者が請求し得る金額の上限を規定したものである。あくまで上限を規定したものであ

り、本項に定める額まで請求できる権利を商品の販売を行った者に与えたものと解して

はならない。具体的には、次に掲げる額に、これらの金額の支払遅延があった場合には

法定利率（商法第 514 条の商事法定利率６分等が適用になる。）による遅延損害金の額を

加算した金額を超える額の支払いを請求することができないこととしたものである。 
  なお、「請求することができない」とは正当に収受することができないということであ

り、本項に定める上限金額を上回る金銭を既に受け取っている場合には、超過部分を速

やかに返還しなければならない。 
 (1) 商品が返還された場合又は商品販売契約の解除が商品の引渡し前である場合（第１  

号関係） 
   「当該商品の販売価格の 10 分の１に相当する額」 
   第２項に基づく商品販売契約の解除は、取引に不慣れな個人が大量の在庫を抱えて

しまうことを防止するためとはいえ、商品の引渡しから 90 日という比較的長期間が経

過するまでの間、有効に成立した契約の解除を認めるものであることから、商品の販

売価格の 10分の１に相当する額を上限とする損害賠償請求をすることを認めたもので

ある。 
 (2) 商品が返還されない場合（第２号関係） 
   「当該商品の販売価格に相当する額」 
   商品販売契約は解除されたものの、商品が返還されなかった場合であるが、上記の

とおり本項はあくまで商品の販売を行った者が請求し得る金額の上限を定めたもので

ある。したがって、その価値に比して不当に高額な商品を購入した連鎖販売加入者が、

自らの責めなくその商品が滅失してしまい返還できない場合等においては、民法の一

般則により請求し得る金額の上限が規定されることとなる。 
５ 商品販売契約が解除された場合における統括者の連帯債務（第５項） 
  第２項により商品販売契約が解除された場合、両当事者はそれぞれ原状回復義務を負

うこととなり、商品の販売を行った者は、既に受け取っていた商品代金を返還しなけれ

ばならない。第５項は、その際に商品の販売を行った者が負う代金返還債務につき統括

者に連帯して弁済の責任を負わせることとしたものである。 
  商品の販売を行う者と統括者が同じ場合（取引集中型の多く）もあるが、順次取引型

ではそのほとんどの場合において両者が異なっている。商品の販売を行う者には、販売
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組織に加入している一般の個人などもおり、そのような者が無資力や所在不明であった

場合、大量の在庫を抱えてしまった連鎖販売加入者の救済という目的が果たされなくな

ってしまう。そのような事態が発生することはルールを設けた趣旨からも妥当でなく、

また、統括者は連鎖販売組織全体を実際上管理運営している立場にあって、連鎖販売加

入者が大量の在庫を抱えてしまうといったことの発生を防止する責務があると考えられ

ることから、統括者に連帯して債務弁済の責任を規定することとした。 
６ 第６項は、本条が連鎖販売加入者に不利な特約についてはこれを排除するいわば片面

的強行規定である旨を明らかにしたものである。 
７ 第７項は、割賦販売法との適用関係を明らかにした規定である。 
  具体的には、連鎖販売契約又は商品販売契約が解除された際の損害賠償等の額の制限

を定めた第３項、第４項の規定は、割賦販売法第２条第１項に規定する割賦販売にあた

るものについては適用されない旨を定めている。これは、当該契約に係る代金等の支払

が割賦販売の形態をとるものについては、当該取引に係る特殊性を勘案した割賦販売法

の規定を適用することが適当であるからである。 
  なお、割賦販売法第２条第２項に規定するローン提携販売又は同条第３項に規定する

包括信用購入あっせん若しくは同条第４項に規定する個別信用購入あっせんにより販売

又は提供される場合は、本条第３項、第４項の規定が適用される。 
 
  （連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し） 

第 40条の３ 連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連

鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第１号若しくは第２号に

掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその

連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第３号に掲げる行為を

したことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の申込み又は

その承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該連鎖販

売契約の相手方が、当該連鎖販売契約の締結の当時、当該統括者、当該勧誘者又は当該

一般連鎖販売業者がこれらの行為をした事実を知らなかつたときは、この限りでない。 
 一 第 34条第１項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事

実であるとの誤認 
 二 第 34条第１項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しない

との誤認 
 三 第 34条第２項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事

実であるとの誤認 
２ 第９条の３第２項から第４項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み  
又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。 
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趣 旨 

 本法では第 34条で、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の不当な勧誘を抑止するため、

不実告知及び事実不告知について罰則をもって禁止しているが、これらの禁止行為が行わ

れたこと自体は、民事上の契約の効力には直ちに影響を与えないと解されている。統括者、

勧誘者又は一般連鎖販売業者の行為が民法の詐欺罪に該当すれば個人は当該契約を取り消

し得ることとなるが、それでは取り消すことの出来ない場合も多く、また、連鎖販売取引

は形式上は事業者間取引となるため消費者契約法は適用されず、トラブルに遭遇した個々

の個人の救済は難しい状況にあった。 
 そこで、平成 16 年改正において、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が不実告知や事

実不告知といった特定商取引法上の禁止行為を行った結果として個人が誤認し、そのため

に契約の申込みあるいはその承諾の意思表示をしたときは、民法では取り消せない場合で

あっても当該意思表示を取り消せるものとして、被害を受けた個人の救済を図ることとし

た。 
解 説 

１ 第１項は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、連鎖販売契約の締結について勧

誘を行う際に、第 34 条第１項又は第２項の規定に違反して不実のことを告げる行為ある

いは故意に事実を告げない行為をした結果、誤認をして申込み又は承諾の意思表示をし

てしまった連鎖販売加入者は、その意思表示を取り消すことができることとする規定で

ある。 
 (1) 「連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者が……行為をしたことにより、当該各 

号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者が……行為をしたことにより同号に定め

る誤認をし、これらによって……意思表示をしたときは、これを取り消すことができ

る。」 
   連鎖販売加入者が意思表示を取り消すことができるのは、「統括者、勧誘者又は一般

連鎖販売業者の違法行為」と「連鎖販売加入者が誤認したこと」及び「連鎖販売加入

者が誤認をしたこと」と「連鎖販売加入者が意思表示したこと」の間の双方に因果関

係が認められる場合であるが、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の違法行為の事

実があれば、通常はこの２つの因果関係が認められる事例が多いものと考えられる。 
(2) 「統括者若しくは勧誘者が……契約の締結について勧誘をするに際し」第 34 条参照 
(3) 「不実のことを告げる行為」第 34 条参照 
(4) 「当該告げられた内容が事実であるとの誤認」 

   「誤認」とは、違うものをそうだと誤って認めることをいう。例えば、健康食品を

扱う連鎖販売取引において、勧誘者が、そのような効果がないにもかかわらず、個人

に対して「この健康食品は、食事制限をしなくてもただ毎日飲み続けるだけで１月で

５キロ痩せる効果がある。」と告げ、その個人が「この健康食品は、食事制限をしなく

ても毎日飲み続けるだけで１月で５キロ痩せる効果がある。」という認識を抱いた場合
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には、その個人は「誤認」しているといえる。  
(5) 「故意に事実を告げない行為」第 34 条参照 
(6) 「当該事実が存在しないとの誤認」 

   例えば、化粧品を扱う連鎖販売取引において、勧誘者が、その化粧品には市販のも

のと比べて肌に負担となる有害成分が多量に含まれているにもかかわらず勧誘に際し

て個人に告げず、当該個人がそのような有害成分が多量に含まれている化粧品ではな

いと認識した場合、その個人は「誤認」しているといえる。 
 (7) 「これを取り消すことができる。」 
   契約に係る申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合には、その契約は当

初からなかったことになる（無効：民法第 121 条本文。）。その行使方法、効果等につ

いては、本法に特段の定めがないかぎり、「取消し」に関する民法の規定による。 
   契約に係る意思表示が取り消された場合、その効果として民法の一般原則により両

当事者はそれぞれ不当利得の返還義務を負うことになる。統括者、勧誘者又は一般連

鎖販売業者が既に代金を受領している場合には、それを連鎖販売加入者に返還しなけ

ればならないとともに、商品の引き渡し等が既にされていれば、連鎖販売加入者はそ

の商品等を事業者に返還する義務を負うこととなる。 
   なお、本条により連鎖販売契約が取り消されたとき、その連鎖販売契約を前提とし

て結ばれていた商品販売契約の効力はどうなるのかについては、商品販売契約の締結

が、連鎖販売契約が前提にあることを不可欠の要素としている限りにおいて、連鎖販

売契約が取消しの効果として遡及的に無効となるのに伴い、商品販売契約も無効とな

ると考えられる。これは連鎖販売契約がクーリング・オフによって遡及的に無効とな

る場合も同様である。 
 (8) 「ただし、当該連鎖販売契約の相手方が、……事実を知らなかったときは、この限  

りでない。」 
   本規定は、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者が、不実告知等の違法行為をしたこ

とにより、連鎖販売加入者が誤認して連鎖販売契約の締結に係る意思表示をした場合

に、連鎖販売加入者がその連鎖販売契約の意思表示を取り消すことができることとし

ている。また、この場合において、不実告知等を行った者と、連鎖販売契約の相手方

（連鎖販売業を行う者）が異なる場合であっても、連鎖販売加入者は、当該意思表示

を取り消すことができる。（例えば、勧誘者の不実告知により連鎖販売加入者が誤認し

て統括者との連鎖販売契約の締結に係る意思表示をしたような場合。）これのみでは、

自らの全く預かり知らないところでの第三者の行為により、契約が取り消されてしま

うこととなり、民法の一般則との関係からいっても問題があったため、この但し書き

を規定することとした。 
  イ 「当該連鎖販売契約の相手方」 
    連鎖販売加入者の連鎖販売契約の相手方、すなわち連鎖販売業を行う者（統括者、
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勧誘者又は一般連鎖販売業者）のことである。 
  ロ 「当該連鎖販売契約の締結の当時」 
    連鎖販売加入者と連鎖販売業を行う者（統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者）

の間において連鎖販売契約締結に係る申込みと承諾の意思表示が合致した時、のこ

とである。 
  ハ 「当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者」 
    不実告知等の違法行為をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者のことである。 
  ニ 「これらの行為をした事実を知らなかったときは、この限りでない。」 
    連鎖販売加入者の連鎖販売契約の相手方たる連鎖販売業を行う者（統括者、勧誘

者又は一般連鎖販売業者）が、当該連鎖販売契約の締結時に、統括者、勧誘者又は

一般連鎖販売業者がその連鎖販売加入者に対して不実告知等の違法行為をした事実

を知らなかったときは、連鎖販売加入者は当該連鎖販売契約を取り消すことができ

なくなる、ということを規定している。 
    ただし、ここで規定する「知らなかったとき」とは、過失なく知らなかったとき

（すなわち、善意かつ無過失のこと）のことであり、連鎖販売業を行う者（統括者、

勧誘者又は一般連鎖販売業者）が別の者の違法行為の事実を知らなかったことに過

失があったときは、但し書きは適用されず、本文の規定により連鎖販売加入者は連

鎖販売契約を取り消すことができることとなる。なお、連鎖販売業を実質的に統括

する立場にある統括者は、過失があると認められることが多いと考えられる。 
２ 第２項は、取消しの第三者効や時効などについて、訪問販売における取消し規定であ

る第９条の３を準用しているものである。これらについては、取引形態の違いによって

規定を異にする必要がなく、準用することとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


